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総務省 0430010

障害者を多数雇用す
る企業と契約する場合
の随意契約範囲の拡
大

地方自治法施行
令第167条の２

地方自治法施行令第167条の２第１項各号に掲げる事由に該
当するときに限り、随意契約の方法により契約を締結できる。

C Ⅱ

　現行制度上、随意契約によることが認められるものは、随意契約による方が経
済性を発揮できるもの、契約の相手方が自ずから特定されるもの、契約の履行
を特に確保する必要があるもの、競争入札に付するまでもないもの、少額の契
約について事務処理の合理化を図るもの、競争入札に付することにより支障を
来してしまうようなものであり、提案で随意契約の事由としようとしているものは、
これらに該当しないものであるため、これを随意契約の方法によることができる
事由とすることは適当ではない。
　なお、昨年地方自治法施行令の改正において対象とされた障害者授産施設等
で生産される物品を買い入れる場合、シルバー人材センター等・母子福祉団体
による役務の供給を受ける場合（同令第１６７条の２第１項第３号）、ベンチャー
企業等から新商品を買い入れる場合（同項第４号）は、上記で示した随意契約に
よることが認められるものに従来より該当するものである。

1094 10941010

障害者を多数雇
用する企業と契約
する場合の随意
契約範囲の拡大

　地方公共団体が行う調達契約のうち、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第１号の金額基準を越え、かつ第２号から第９号の要
件に該当しない場合においても、障害者を多数雇用する企業（障害
者を10人以上かつ法定雇用率の３倍の5.4%以上雇用する企業）に
対しては、随意契約によることができるものとする。

　地方公共団体が行う調達契約のうち、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第１号の金額基準を越え、かつ第２号から第９号の要
件に該当しない場合においても、障害者を多数雇用する企業（障害
者を10人以上かつ法定雇用率の３倍の5.4%以上雇用する企業）に
対しては、随意契約によることができるものとする。
　それにより、障害者多数雇用事業所の事業活動を活性化させ、
経営の健全化を図るとともに、障害者雇用へのインセンティブとな
ることにより、社会全体の障害者雇用率を向上させることができる。

　全国及び当県の障害者雇用率は年々減少している。現行では、障害者を多く雇用する企業とそうでない企業と
の経済的アンバランスを調整する制度として、障害者雇用納付金制度があるが、障害者雇用へのインセンティブ
として機能しているとは言い難い。
　そこで、障害者雇用を促進するためには、現行のような経費補填的支援だけでなく、障害者を多数雇用する企
業における事業活動を直接支援し活性化させることにより、企業経営の健全化を図るような制度改革（随意契約
範囲の拡大）が必要である。
　岐阜県の提案により、平成16年11月に地方自治法施行令が改正され、障害者福祉施設等からの物品の買い
入れ等について、随意契約ができることとされたが、一般法人（株式会社等）は対象から除かれた。真に障害者
が健常者同等に自立した生活を確立するためには、一般企業等を含め広く就業が可能な社会の実現が必要で
あり、施行令改正の目的のである「障害者福祉の増進」のためには、改正された内容では不十分であると考え
る。
　よって、障害者を多数雇用する一般法人も含めた随意契約範囲の拡大を提案するものである。

新潟県

随意契約範
囲の拡大に
よる障害者雇
用促進プロ
ジェクト

総務省

総務省 0430020
市町村長制の必置規
定の廃止

地方自治法第１３
９条第２項

市町村に市町村長を置く C Ⅰ

　本件提案の内容は、地方公共団体における首長と議会の二元代表制という地
方自治制度の基本構造のあり方に関わり、憲法解釈上の疑義も存することか
ら、幅広い見地から議論を必要とする問題である。
　なお、第２８次地方制度調査会において、去る5月13日に地方六団体ヒアリング
が行われ、二元代表制以外の多様な制度の導入についても様々な意見が出さ
れたところであり、その設置期限は平成１８年２月末である。

1162 11621010
市町村長制の必
置規定の廃止

　地方自治法で必置とされている市町村長について、地域の実情
に応じて、当該普通地方公共団体の議会の議員により行政事務の
執行を担当する委員会を組織し、その中から代表者を選出し、その
者を当該普通地方公共団体の統括代表者とし、その者が行政事務
を執行する。その際、地方自治法上、「普通地方公共団体の長」に
適用される行政事務の執行に関する規定は、原則適用されることと
する。このため、地方自治法第１３９条に「市町村は、第２項の規定
にかかわらず、市町村長を置かず、当該地方公共団体を統轄し、こ
れを代表するとともに、事務を管理し、及びこれを執行する者とし
て、当該普通地方公共団体の議会の議員の中から選任された代
表者をあてることができる。」との改正を求める。

　基礎的自治体の規模に応じて、組織形態を選択できるよう現行制
度の弾力化を図り、行政の効率化や執行機関と議会が一体となっ
たまちづくりを展開する。

　去る６月１０日に、第２８次地方制度調査会において地方の自主性・自律性の拡大の在り方の中で、長と議会
の二元代表制以外の多様な制度の導入について議論されたが、その具体的な内容と今後のスケジュールを示
していただきたい。また、総務大臣から検討するよう事務当局に指示がなされたシティーマネージャー制度の導
入について、現時点での検討状況と今後のスケジュールについて示していただきたい。

埼玉県志木
市

地方自治解
放特区構想

総務省

総務省 0430030
教育委員会の必置規
定の廃止

地方自治法第１８
０条の５第１項第
１号

普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体
の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置
く。

C Ⅰ

　現行地方自治制度は、教育委員会の必置制を前提として、長・委員会・委員そ
れぞれの権限配分や相互関係等を規定しており、教育委員会を任意設置とする
かどうかは、教育行政のあり方・地方自治制度全般をめぐる議論の中で検討さ
れるべき課題であるが、必置規制については、地方公共団体の自主組織権の尊
重及び行政の総合化・効率化の観点から不断にその見直しを検討すべきもので
ある。
　なお、第２８次地方制度調査会において、去る5月13日に地方六団体ヒアリング
が行われ、教育委員会のあり方についても必置規制の緩和等様々な意見が出
されたところであり、その設置期限は平成１８年２月末である。

1162 11621020
教育委員会の必
置規定の廃止

　地方自治法で必置とされている教育委員会について、地域の実
情に応じて廃止し、教育長の権限を強化する。このため、地方自治
法第１８０条の５第１項第１号を「置くことができる。」と改正する。

　教育に対する責任の所在を明確化するとともに、山積する様々な
教育課題に迅速に対応する。

　中央教育審議会で教育制度の見直しの一環として検討され、また、貴省が策定した平成１７年度地方行財政
重点施策の中で、行政委員会等について見直しを検討するとしているが、その具体的な内容と今後の具体的な
スケジュールを明確に示していただきたい。

埼玉県志木
市

地方自治解
放特区構想

総務省
文部科学省

総務省 0430040
基本構想の策定義務
の廃止

地方自治法第２
条第４項

市町村はその事務を処理するに当たっては、議会の議決を経
てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るた
めの基本構想を定め、これに即して行うようにしなければなら
ない。

－ ー
貴市の同提案への対応策については,現在,構造改革特区に関する有識者会議
において検討されているところ。

1162 11621030
基本構想の策定
義務の廃止

　地方自治法で市町村のみ策定が義務付けされている基本構想
を、地域の実情に応じて策定義務を廃止する。

民意を反映しながら、社会経済環境の変化に柔軟に対応した行政
運営を展開する。

　これまでの基本構想の策定義務の廃止についての提案に対し、貴省は過去の提案に対して一貫して「基本構
想の内容や表現方法については、市町村の自主的な判断によるものとされており、地域の実情に応じた対応が
可能であり、現状においても当該提案趣旨を十分に達成することができる。」との見解を示すのみで、「策定義務
の廃止」に対する貴省の見解を示せない理由を明確にしていただきたい。

埼玉県志木
市

地方自治解
放特区構想

総務省

総務省 0430050

地方自治法第２３５条
の４第２項（債権の担
保として徴するものの
ほか、普通地方公共
団体の所有に属しな
い現金又は有価証券
は、法律又は政令の
規定によるものでなけ
れば、これを保管する
ことができない。）

地方自治法第２３２条
の５第１項（普通地方
公共団体の支出は、
債権者のためでなけ
れば、これをすること
ができない。）

地方自治法第２３
５条の４第２項
地方自治法第２３
２条の５第１項

地方自治法第２３５条の４第２項（債権の担保として徴するもの
のほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価
証券は、法律又は政令の規定によるものでなければ、これを
保管することができない。）

地方自治法第２３２条の５第１項（普通地方公共団体の支出
は、債権者のためでなければ、これをすることができない。）

C Ⅰ

　歳計外現金の制度は、地方公共団体が責任をもって現金の保管に当たる趣旨
から法定され、整理されたものであるが、一方、地方公共団体の公金運用につ
いては、総計予算主義の原則の下、法定の財務諸手続の中で予算上の統制を
もってなされることが基本であることから、歳計外現金を便宜上の取扱いからむ
やみに拡大することは適当ではない。
　また、還付については、私法上の権利義務関係が発生することとなることから、
公金をもって別法人格である指定管理者のために支出することは適当ではな
い。
　なお、かかる取扱いについて地方公共団体と指定管理者との契約により、利用
料金の収受及び還付について委託及び受託した上で、歳入歳出予算に計上す
ることにより、ご提案の事項について現行制度の中で対応可能と考える。

1172 11721010

地方自治法第２３５条
の４第２項（債権の担
保として徴するものの
ほか、普通地方公共
団体の所有に属しな
い現金又は有価証券
は、法律又は政令の
規定によるものでな
ければ、これを保管
することができない。）

地方自治法第２３２条
の５第１項（普通地方
公共団体の支出は、
債権者のためでなけ
れば、これをすること
ができない。）

指定管理者の収入となる利用料金について、法律又は政令の規定
だけでなく、本区の条例もしくは規則により、歳入歳出外現金として
区が取り扱えるように特区構想にて規制緩和を行う。
さらには、指定管理者の管理する施設の利用料金に対する還付に
ついても、特区構想にて当該還付請求者を区の債権者とみなして
支出が可能となるように規制緩和を行う。

指定管理者の収入となる利用料金について、歳入歳出外現金とし
て区が取り扱えるように特区構想にて規制緩和を行い、現在行って
いる公の施設相互間で、区施設において指定管理者施設の利用
料金の受領が可能となる環境を整える。また、指定管理者の管理
する施設の利用料金に対する還付についても、特区構想で当該還
付請求者を区の債権者とみなして支出が可能となる環境を整える。

本区ではサービス向上のため、公の施設相互間で他施設使用料の受領と利用承認を実施している。自治法改
正で指定管理者制度が導入され、本区も積極的に活用していく方針だが、利用料金制を採用した場合、利用料
は私人の現金となり、区直営施設では自治法第２３５条の４第２項により保管できないため、申請及び利用料の
支払いは直接、当該指定管理者施設で行うことになり区民サービスの低下につながる。また、公の施設に係る
使用料の還付についても、施設使用料等返還金支払基金を設け、基金の対象施設ならばどの公の施設におい
ても還付請求を受け付け、その場で基金から還付金の支払いをすることとしていた。しかし、地方自治法第２３２
条の５第１項の規定により、区の支出は、債権者のためでなければできないこととされているため、指定管理者
施設の利用料に係る還付請求を区の直営施設で受理し、還付金を支出することができないことになる。そのた
め、還付金の支払いについても当該指定管理者施設においてのみ行うこととなり、区民サービスの低下につな
がる。
そこで、特区による規制緩和を活用し、指定管理者の管理施設の利用料金を、条例・規則等で歳入歳出外現金
として扱うことで、公の施設利用についてのサービスを維持・向上することが可能とするとともに、指定管理者の
管理する施設の利用料金に対する還付についても、当該還付請求者を区の債権者とみなして、支出することが
できるようにすることで、現在の公の施設に係る還付手続きについての区民サービスを維持を図る。

東京都墨田
区

施設利用区
民サービス向
上特区

総務省

総務省 0430060
地方自治法第２０３条
の緩和

地方自治法第203
条

○地方自治法（昭和22年法律第67号）
第203条第１項
普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常
勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審
議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票
管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び
選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員（短時
間勤務職員を除く。）に対し、報酬を支給しなければならない。
第２項
前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その
勤務日数に応じてこれを支給する。但し、条例で特別の定をし
た場合は、この限りでない。
第３項
第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けるこ
とができる。
第４項
普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末
手当を支給することができる。
第５項
報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条
例でこれを定めなければならない。

C

　地方公共団体の附属機関の構成員に対する報酬については、構成員が責任
ある形で地方公共団体に答申等を行うという職務の遂行の対価として、地方公
共団体がこれを支給する義務を負うものであり、提案のように、地方公共団体の
長の判断により一方的に附属機関の構成員の報酬の支給を決定することは、地
方公共団体に報酬の支給を義務付けた地方自治法の趣旨に照らして、認めら
れない。
  　なお、附属機関の構成員が、何らかの理由により報酬が不要とするならば、
公職選挙法に規定する寄附の禁止に該当するなど特別な場合を除き、当該構
成員が報酬の請求権を放棄することが可能である。

1174 11741010
地方自治法第２０
３条の緩和

必要に応じ、附属機関の委員等への報酬の無報酬化
地方公共団体が任意に設置する附属機関に多くの市民に参加して
いただき、市民との協働によるまちづくりを進めていきたい。

地方自治法第２０３条では、地方公共団体が任意で設置する附属機関の委員等に対し、報酬を支給しなければ
ならないと規定されておる。今日のまちづくりは、あらゆる場面で市民と一緒になった計画づくりや事業実施がさ
れており、事業実施のための委員会等を設立すれば、全て報酬を支払わなければならない。参加する市民も報
酬を目的として参加するのではなく、自分たちのまちを自分たちの手で行政と一緒になってつくっていくため参加
しており、報酬の支払は市町村長の裁量により決定できるものであってほしい。

大分県日田
市

市民協働に
よるまちづく
り

総務省
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 04 総務省（特区）
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制度の所管・
関係官庁

総務省 0430070

地方自治法第十四条
第3項による普通地方
公共団体の条例に違
反したものに対する行
政処分として、公益作
業を伴う罰則規定を設
ける。

地方自治法第十
四条第3項

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほ
か、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲
役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収
の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることが
できる。

Ｃ Ⅰ

　公益作業への従事という法律に規定がない罰則を条例により新設することに
ついては、現行の刑罰体系に重大な変更を生じさせるものであり、慎重な検討を
要する性格のものである。
　また、公益作業への従事は身体的拘束を伴うものであり、一般的に苦役に当
たると考えられ、憲法第18条の規定との関係においても慎重な考慮を要する。
　なお、ポイ捨て禁止の規定に違反した者に対して、その者が捨てたごみの回収
を命じ、これに従わない場合に罰金等を科すことは、現行制度においても可能で
ある。

1230 12301010

地方自治法第十
四条第3項による
普通地方公共団
体の条例に違反
したものに対する
行政処分として、
公益作業を伴う罰
則規定を設ける。

普通地方公共団体の条例を違反したものに対しては、「二年以下
の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、過料若しくは没収
の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができ
る。」とされていますが、地域美化環境を害したものに対し、条例で
地域美化に関する公益作業に従事させることができる罰則規定を
設けることができるようにする。

平成16年4月1日に施行した「多治見市をごみの散らばっていない
きれいなまちにする条例」で規定する市民や事業者、イベント開催
者等に対する義務規定に違反したものに対し、一定期間公益作業
に従事させることにより、地域美化の大切さを身をもって学習する
等の教育効果を期待し実施します。

地域美化環境の改善・維持のためには、全体的なモラルの向上が不可欠となります。美化環境の修復に関する
公益作業に従事することにより、地域美化への意識改革を促し、過料を科すことよりも、美化環境を損なう行為
を繰り返すことを防げると考えます。自らの意志により、公益作業に従事する制度を整備することにより、より一
層の心理効果が期待できると考えます。

岐阜県多治
見市

公益作業従
事による美化
推進のまちづ
くり

総務省
法務省

総務省 0430080
執行機関の条例によ
る設置

地方自治法（昭和
22年法律第67号）
第138条の4第1項

普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体
の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置
く。

C Ⅰ

　貴市が如何なる職務権限を持つオンブズパーソンの設置を検討しているのか
定かでないが、地方自治制度上、公正で合理的かつ効率的な地方公共団体の
行政を確保するために、広く地方公共団体の事務の監査につき職務権限を有す
る執行機関として監査委員が既に設置されているところである。地方公共団体の
執行機関の組織は、地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の
所掌事務と権限を有する執行機関によって、系統的にこれを構成しなければなら
ないのであって、各執行機関相互の間に所掌事務や権限の重複等のないように
すべきであり、オンブズパーソンはその性格上、監査委員と所掌事務と権限が重
複すると考えられるものであるため、これを執行機関として認めることはできな
い。

1234 12341010
執行機関の条例
による設置

地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の4第1項によれば、
普通地方公共団体の執行機関の設置は、法律によることとされて
いる。
本提案は、執行機関を条例により設置することを可能とするもので
ある。

本市では、行政改革の観点から、苦情処理に限らず、行政改善の
手法として、オンブズパーソンの設置を検討しているところである。
また、職員による公益通報制度として、通報に基づき調査、勧告等
を行う機関の設置を検討しているところである。
これらの制度の実効性を高めていくには、高い独立性を持ち、独自
の権限を持つ機関を設置する必要がある。
しかしながら、現行法の枠組みでは、執行機関の附属機関として設
置するしかないため、条例による執行機関の設置を可能とするよう
提案するものである。

オンブズパーソン及び公益通報に基づき調査、勧告等を行う機関の設置手法として、執行機関と執行機関の附属機関とを比較すると
次のとおりである。
（1）執行機関
執行機関は、その権限の範囲内で、自ら意思決定が可能であり、他の執行機関に対し、拘束力を持つことも可能である。また、その運
営についても、独立性が担保される。
そもそも、執行権限が一の機関に集中されることなく、複数の執行機関が設けられている趣旨は、権力の集中を排除し、行政運営の公
正妥当を期するとともに、住民の直接参加による機関により行政の民主化を確保するためである。
本提案の趣旨も、これと異なるところはない。
（2）執行機関の附属機関
附属機関は、執行機関に対して、拘束力を持たず、その運営についても、独立性が無い。
また、その設置目的については、調停、審査、諮問又は調査とされている。
既に、多くの地方公共団体において、オンブズパーソン制度が設けられているが、これらについては、現行法の制限により、執行機関と
して設置することができず、首長の附属機関として設置されているところである。
しかしながら、執行機関の附属機関として設置した場合、執行機関への拘束性、独立性を、法的に担保できない。
また、オンブズパーソンや職員による公益通報については、首長部局に関する事案が多いと想定され、首長の附属機関として設置する
ことは、公正性及び信頼性の確保の観点から最適とはいえない。

これらのことから、執行機関としての設置が必要であると考える。

岐阜県多治
見市

執行機関の
条例による設
置

総務省

総務省 0430090

普通地方公共団体の
委員会又は委員の権
限に属する事務の一
部を、協議により、長
に委任できる特区

地方自治法第180
条の７

普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する
事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通
地方公共団体の長の補助機関たる職員若しくはその管理に属
する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百二
条の四第二項に規定する地域自治区の事務所、第二百五十
二条の十九第一項に規定する指定都市の区の事務所若しくは
その出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しく
は普通地方公共団体の長の補助機関たる職員若しくはその管
理に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託し
て必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定める
事務については、この限りではない。

Ｃ Ⅰ

　地方公共団体の委員会・委員制度は、権力の集中を排除し、民主的な行政運
営の公正妥当を期するところにあり、各委員会・委員の組織や権限は、それぞれ
法律で定められ、特定の事務のみを処理することとされている。このため、各委
員会・委員の権限に属する事務を協議によって長に委任できるようにすること
は、こうした執行機関の多元主義の趣旨を没却せしめるものであり、認められる
ものではない。
一方、地方自治の本旨の実現に資するとの観点から、地方公共団体の組織編
制に関する自主性の拡大の必要性も認識しているところである。
このため、第２８次地方制度調査会における議論も踏まえ、委員会・委員制度の
見直しについて検討してまいりたい。

1235 12351010

普通地方公共団
体の委員会又は
委員の権限に属
する事務の一部
を、協議により、
長に委任できる特
区

地方自治法第180条の７の規定を改正し、普通地方公共団体の委
員会又は委員の権限に属する事務を、当該普通地方公共団体の
長に委任できるようにする。

本市では、教育委員会の権限に属する社会教育に関する事務、ス
ポーツに関する事務を市長部局で行うため、機構改革を行う予定
である｡しかしながら、地方自治法第180条の７では普通地方公共
団体の委員会又は委員の権限に属する事務については、長に対し
て委任できる規定になっておらず、長の補助機関たる職員等への
事務委任、補助執行にとどまっている｡
　同法第180条の2では、長の権限に属する事務の一部の委員会
又は委員への委任が認められているため、逆のケースも認められ
るべきであり、事務委任に基づき長が自ら規則を定めて責任を持っ
て事務を執行することができるよう、同条の改正を行うものである｡

岐阜県多治
見市

普通地方公
共団体の委
員会又は委
員の権限に
属する事務
の一部を、協
議により、長
に委任できる
特区

総務省
文部科学省

総務省 0430100
土地開発公社が行う
附帯的な業務に係る
規制改革

公有地の拡大の
推進に関する法
律第１７条第２項
第１号

公有地の拡大の推進に関する法律第１７条第２項第１号では、
土地開発公社は、地方公共団体の委託がある場合に、一団の
土地に係る公用、公共用施設等の造成、あるいは住宅用地、
工業用地等の造成事業とあわせて整備されるべき公共施設又
は公用施設の整備を行うことができるとされている。

Ｄ－１

　駐車場の管理・運営は「一団の土地に係る公用、公共用施設等の造成、ある
いは住宅用地、工業用地等の造成事業とあわせて整備されるべき公共施設又
は公用施設の整備」にはあたらないことから、公有地の拡大の推進に関する法
律第１７条第２項第１号によると、土地開発公社は、市から委託を受けて駐車場
の管理・運営を行うことはできない。
　しかし、同項第２号では、公社は、国、地方公共団体その他公共的団体の委託
に基づき、土地の取得、管理に関連する業務を行うことができ、公社が従前保有
していた土地について、市がこれを再取得し暫定的に駐車場として利用する場
合、土地開発公社が市の委託を受けてその管理を行うこともできる。

1098 10981010

土地開発公社が
行う附帯的な業
務に係る規制改
革

大月市では、平成４年度から５年度にかけて、大月市土地開発公
社に委託し、国鉄清算事業団用地を取得しております。当該用地
につきましては、土地開発公社が駐車場として暫定利活用を行って
いましたが、暫定利活用は国鉄清算事業団用地も含め概ね１０年
とされておりますので、大月市が土地開発公社健全化計画を策定
し土地開発公社から段階的に再取得を行っているところでありま
す。しかしながら、昨今の厳しい行財政運営の中で、事業計画が思
うように進まず再取得した国鉄清算事業団用地をそのまま保有し
ているのが現状であります。そこで、大月市としては、事業実施ま
での間、再取得した土地を駐車場として暫定的に利活用を図りた
く、その管理・運営を土地開発公社に委託したいと考えております。
しかしながら、公有地の拡大の推進に関する法律第１７条第２項第
１号の規定では、土地開発公社の業務はあくまで附帯的な業務で
あり、市有地である駐車場を土地開発公社が管理することはできな
いとのことであります。大月市といたしましては、市有地を公共の駐
車場として提供し、住民サービスの向上を図ると共に、少しでも市
の財源確保を図るため、管理・運営を土地開発公社に委託できる
ようにと、規制の改革を願うものであります。

土地開発公社から再取得した市有地を暫定的に公共の駐車場とし
て提供し、住民サービスの向上を図ると共に、市の財源確保に務
めたく土地開発公社に管理・運営を委託する。

大月市では、土地開発公社健全化計画を策定し、大月市土地開発公社が先行取得した用地を段階的に再取得
しているが、昨今の厳しい行財政運営の中で、事業計画が思うように進まずそのまま保有しているのが現状で
ある。そこで、事業を実施するまでの間は暫定的に市有地を公共の駐車場として提供し、住民サービスの向上を
図ると共に、市の財源確保に務めたく土地開発公社に管理・運営を委託したいが、「公有地の拡大の推進に関
する法律第１７条第２項第１号」の規定では土地開発公社の業務はあくまで附帯的な業務であり、市有地の管
理・運営はできないとされているので規制改革を願いたい。

山梨県大月
市

土地開発公
社が行う附帯
的な業務に
係る規制改
革

総務省

総務省 0430110
土地開発公社保有地
の賃借事業の範囲拡
大に関する特例

公有地の拡大の
推進に関する法
律第１７条

「土地開発公社の
保有地の賃貸等
の運用方針につ
いて」の改正につ
いて（平成16年12
月27日総行地第
146号）

　土地開発公社が保有する土地への事業用借地権設定につ
いては、公有地の拡大の推進に関する法律第１７条第１項第２
号に基づく造成地についてのみ、構造改革特別区域法施行令
（平成１５年政令第７８号）により特区のみの特例措置として、
事業用借地権を設定し業務施設等の用に供するために賃貸
することが認められ、その後、平成１６年１２月に公有地の拡大
の推進に関する法律施行令を改正し、地域を限定することなく
全国において実施することとされている。

Ｃ

　事業用借地権の設定が公有地の拡大の推進に関する法律第１７条第１項第２
号に基づく土地に限って認められているのは、土地造成事業が土地開発公社自
らの判断と責任において行われるものであり、造成地を広く民間事業者へ売却
することを目的とするものであるところ、民間事業者へ賃貸を行うことも売却に準
ずるものとして考えられるのに対し、公共用地先行取得事業は、設立団体等によ
り再取得されることを前提としており、それにより公社が取得した土地を民間事
業者に賃貸することは、先行取得事業の趣旨に反し、公社の健全性も損なうお
それがあることから、公拡法第１７条第１項第１号に基づき土地開発公社が保有
する土地（１号土地）について、事業用借地権の設定を認めることはできない。
　なお、１号土地の賃貸については、土地開発公社経営健全化対策の一環とし
て、民間事業者への貸付により有効利用を図ることを目的として、地方公共団体
が公社の債務保証等対象土地を取得する場合、地方債措置を講じている（平成
１６年１２月２７日付総務事務次官通知）。

1176 11761010

土地開発公社保
有地の賃借事業
の範囲拡大に関
する特例

平成17年2月に公有地の拡大の推進に関する法律施行令の改正
により、同法第17条第1項第2号に規定する土地開発公社保有地
の事業用借地権の設定が可能となっており、同様に同法第17条第
1項第1号に規定する公社保有地の事業用借地権の設定について
拡大を求めるもの。

土地開発公社保有地は、海辺に面し、またJR駅に隣接し、さらに松
島観光の玄関に位置しており、当該保有地を含めた区域につい
て、地理的優位性を活用した総合的な整備を進めている。
当該地区の土地利用について、産学官及び市民から構成する組
織を設立して平成16年9月にグランドデザインを策定したところであ
り、商業の振興、定住人口の増加、観光客の誘導による交流人口
の拡大を図り、空洞化する中心市街地の再生を目指している。

このグランドデザイン基づき、コーディネートを含めた参画事業予定者が決定したところであり、予定者からは事
業用借地権の希望を受けている。
先行取得を依頼した市の財政状況は、極めて厳しい状況にあり、支援措置を活用しての取得も困難な状況にあ
る。一方で都市の再生に向け早急な事業展開が求められている。
以上の状況から、法第17条第1項第1号に規定する土地開発公社保有地の事業用借地権の設定により、地域独
自の魅力の創出に向けた取り組みに対する支援を求めようとするものである。

宮城県塩竈
市

中心市街地
活性化特区
構想（塩竈市
「海辺の賑わ
い地区」整備
事業）

総務省

総務省 0430120
地方公務員の自己都
合による一定期間離
職制度

地方公務員法第
１５条、第１７条第
４項

職員の任用は、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に
基づいて行わなければならない。
人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採
用及び昇任は、競争試験又は選考による。

Ｃ

公務員は、全体の奉仕者であり、原則として公務に専念すべき義務を負うもので
ある。
提案にあるような制度を設け、職員に対して特別な便宜を図ることは、住民・国
民から納得を得ることは到底難しいものと考える。
なお、職員を地方公務員のまま民間企業等へ派遣し、能力開発を行うことは現
行制度上も可能である。

1064 10641010
地方公務員の自
己都合による一
定期間離職制度

一定期間経過後の再雇用を約した離職制度
事前の申し出により一定期間経過後（最長４年）に再雇用すること
を約して離職する制度を創設する。

民間企業の従事等職員の能力開発の機会を拡大するとともに勤務実績の優れた職員の確保に資するもの
神奈川県逗
子市

地方公務員
の自己都合
による一定期
間離職制度

総務省
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 04 総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案理由 提案主体名
プロジェクト
の名称

制度の所管・
関係官庁

総務省 0430130 臨時職員の期間延長
構造改革特別区
域法第２４条第１
項

地方公共団体の提案を踏まえ、特区として特例を講ずることに
より、当該地域における経済的社会的効果が認められることを
前提に、例えば特区における人材の需給状況等に鑑み、更新
時における後任の確保が困難な場合等の一定の場合につい
て、一年を超えた臨時的任用を措置

Ｃ

　規制の特例事項の内容と提案理由との関係が明らかでない。
　当該特例措置は、正式任用の例外として能力実証を経ることなく行うことのでき
る臨時的任用について、特区における一定の事情にかんがみ特例的に柔軟化
を図ったものであり、公務能率の確保等の観点からは、更なる柔軟化を安易に
行うことには問題があるものと考える。
　なお、そもそも、従来の規制について法律により特例措置の規定を設けたにも
かかわらず、当該規定自体を再び「規制」と観念して一層の緩和を求めることに
ついては、疑念がある。

1162 11621070
臨時職員の期間
延長

 地方公務員に係る臨時的任用事業の特例措置の第１号中「、当該
構造改革特別区域における人材の需給状況等にかんがみ」を削
り、第３号中「の見直しに応じた業務量の一時的な変化により生ず
る職制又は定数の改廃等」を削る。

個別の自治体の実態に即した、柔軟な臨時的任用を可能にし、雇
用の拡充を図りながら、歳出の総額を抑制する。

　平成１５年１１月２８日に認定された特例措置は、認定を受けた後に任用する臨時職員について適用され、認
定を受ける前に任用している臨時職員には適用されない。

埼玉県志木
市

地方自治解
放特区構想

総務省

総務省 0430140
地方公務員の勤務条
件の弾力化

地方公務員法第
２４条第５項

地方公務員の勤務条件を定めるに当たっては、国及び他の地
方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮
が払われなければならない。

Ｃ

　地方公務員法第２４条第５項の規定は、現行においても国や他の地方公共団
体と均衡を失しない範囲であれば、「規制の特例事項の内容」にあるように、地
方公共団体が地域の実情に応じ自主性を発揮することが可能な規定である。
　なお、平成１６年６月の地方公務員法等の改正では、貴団体の要望も踏まえ、
地方公務員制度全体のバランスを図りながら、任期付短時間勤務制度を措置し
たところ。

1162 11621080
地方公務員の勤
務条件の弾力化

地方公務員法第２４条第５項中「当たつては」の次に「地域の実情
に応じた自主性が発揮されるとともに」を加える。

地方公務員の勤務条件の弾力化により、多様な人材と協働して自
治体を運営し、人件費の抑制を図る財政構造改革を進める。

　平成１６年６月の地方公務員法の改正により、勤務条件の一部緩和が図られたところである。しかし、このよう
な限定的な緩和ではなく、現在、月曜日から金曜日までの５日間において１日８時間の勤務を一律に割り振るの
ではなく、民間企業のような柔軟な勤務条件を可能とすることにより、自治体の効率的な運営と全国３１１万人に
も及ぶ地方公務員の総人件費の抑制を図ることができる。なお、「骨太方針２００５」に国家公務員をモデルとす
る勤務条件の弾力化について、早期に検討すると盛り込まれている。

埼玉県志木
市

地方自治解
放特区構想

総務省

総務省 0430150
一般職員の任期付採
用条件の弾力化

地方公共団体の
一般職の任期付
職員の採用に関
する法律第４条

一定の期間内に終了することが見込まれる業務等に従事させ
る場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて
採用することができる。

Ｃ

　地方公務員の任用・勤務形態の多様化を図る場合にあっても、公務の中立性
の確保や職員の長期育成を基礎とする公務の能率性の追求等の観点から、任
期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営という現行地方公務員制度
の原則は維持されるべきものであり、事実上無原則に任期付採用が行われるこ
とは妥当でない。
　なお、国の政策に左右される地方公共団体の現状では業務の特定をすること
が困難であることを提案理由としているが、地方公共団体独自の判断により実
施できる業務に任期付職員を従事させることができるケースも少なからずあるも
のと考える。

1162 11621090
一般職員の任期
付採用条件の弾
力化

地方公共団体の一般職員の任期付採用に関する法律第４条第１
項中「職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従
事させることが」を削り、同項各号を削り、同条第２項中「前条第１
項各号」とあるのを「前条第１項」に改める。

　現在の厳しい財政状況と将来の行政運営を勘案し、一般職員の
任期付採用条件の弾力化により、雇用の創出と地方自治体の財
政構造改革を進める。

　平成１６年６月に、地方公共団体の一般職員の任期付採用に関する法律が改正され、一定期間で終了するこ
とが見込まれる業務及び一定期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に限り、採用することができること
とされた。しかし、この条件の下では、国の政策に左右される地方自治体の現状では、業務の特定をすることは
困難であり、柔軟な運用を図ることができない。

埼玉県志木
市

地方自治解
放特区構想

総務省

総務省 0430160
遠距離徒歩通勤奨励
手当の創設特区構想

①地方自治法（昭
和22年法律第67
号）第204第2項及
び第204条の2
②地方公務員法
（昭和25年法律第
261号）第24条第
3項
③一般職の職員
の給与に関する
法律（昭和25年法
律第95号）第12条
第1項

○地方自治法（昭和22年法律第67号）
第204条第2項
普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、調整手当、
住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特
地勤務手当（これに準ずる手当を含む。）、へき地手当（これに準ずる手当を
含む。）、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤
務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手
当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義
務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業
普及指導手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当を含む。）又は退
職手当を支給することができる。
第204条の２
普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条
例に基かずには、これを第二百三条第一項の職員及び前条第一項の職員
に支給することができない。

○地方公務員法（昭和25年法律第261号）
第24条第3項
職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間
事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。

○一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）
第12条第1項
通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）を利用
してその運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担することを常例とする
職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以
外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとし
た場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げ
る職員を除く。）

C

　通勤手当は、通勤のために交通機関等を利用する場合、その運賃等の経費が
職員の生計費に及ぼす圧迫を緩和しようとする趣旨の手当であり、実費弁償的
性格を有するものである。
  　提案のように、①地球環境への負荷軽減、②交通渋滞緩和、③健康増進など
の政策目的のために行う職員への給付は、そもそも通勤手当の趣旨にそぐわな
いものである。また、各地方公共団体が通勤手当以外の法律等に定められてい
ない給付として任意に支給することは、給与の実態を混乱させることになりかね
ず、地方自治法第204条の手当の制限列挙及び第204条の２の給与等の支給制
限により地方公務員の給与体系の公明化を図ろうとした趣旨を没却するもので
ある。
  　なお、国家公務員においては、上記趣旨の手当は設けられておらず、地方公
務員については地方公務員法第24条に体現されている均衡の原則に照らして、
このような国の取扱いとの均衡が求められるものである。

1236 12361010
遠距離徒歩通勤
奨励手当の創設
特区構想

本市では2㎞以上の徒歩通勤者についても通勤手当を支給してい
るが、先般総務省より国家公務員に準じてこれを廃止するよう要請
を受けたところである。しかしながら、本市としては、①地球環境へ
の負荷軽減、②交通渋滞緩和、③健康増進、などの観点から、むし
ろ徒歩による通勤を推奨すべきであると考えているところ。このよう
な片道2㎞以上の遠距離徒歩通勤者に対して、マイカー通勤者とせ
めて同額（むしろ同額以上）の手当が支給可能となるよう制度の新
設・改善を望むもの。なお、本市職員のマイカー通勤者は全職員の
約8割を占めている。

地球環境への負荷軽減、交通渋滞緩和、健康増進、などの観点か
ら、2㎞以上の徒歩のみの通勤を常例とする職員については、遠距
離徒歩通勤奨励手当を創設し、マイカー通勤者の通勤手当と同額
（むしろ同額以上）の手当が支給できるよう制度の新設・改善を望
むもの。

自動車等の交通用具を使用することを常例として通勤する職員と比較し、地球環境への負荷軽減、交通渋滞緩
和、健康増進などの観点から、敢えて徒歩通勤を選択する者の考え方の意義は大きい。また、このような施策を
推進すべきものと考えるため。

岐阜県多治
見市

遠距離徒歩
通勤奨励手
当の創設特
区構想

総務省

総務省 0430170
住民基本台帳の大量
閲覧禁止

住民基本台帳法
第11条

何人も、市町村長に対して、当該市町村が備える住民基本台
帳のうち第７条第１号から第３号まで及び第７号に掲げる事項
に係る部分の写しの閲覧を請求することができる。

C Ⅰ

住民基本台帳の閲覧制度については、個人情報保護の観点から法改正を求め
る意見がある一方で、現状では世論調査や学術調査、市場調査等に幅広く利用
されているところ。
また、住民基本台帳の閲覧制度については、個人情報の保護に関する課題であ
るとともに、市区町村の現場に深く関わる課題でもあることから、有識者など各方
面のご意見を伺う一方、地方公共団体の実務に即した検討を行い、全国ベース
で対応する必要があるものと認識。
総務省では、本年４月に「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討
会」を設置し、閲覧制度のあり方について検討しているところであり、１０月を目
途に報告書を取りまとめていただく予定。総務省としては、それを受けて、法改正
を含めて抜本的な見直しを行う所存。

1061 10611010
住民基本台帳の
大量閲覧禁止

住民記録の閲覧を禁止し、特例として公用､公益の場合に認める、
と市条例で定めることができるようにする。

条例等により、閲覧を原則禁止とする。
ダイレクトメール等の利便性を求める市民には事業者への登録機
会を与える。

住民基本台帳法で何人でも台帳を閲覧できるとなっているため、これを利用した犯罪の発生や、迷惑なダイレク
トメールが届いたりする。これらのことは情報公開と個人情報保護をセットに積極的に推進を図ってきた本市で
は市民の関心も高い。こうしたことから､プライバシーは自己コントロール権のもとに管理されるべきとの考えから
住民基本台帳の閲覧を制限するものである。

神奈川県逗
子市

住民基本台
帳の大量閲
覧禁止

総務省

総務省 0430180

住民票の写し等をはじ
めとする各種証明書
交付事務を民間事業
者に委託可能

○戸籍法第1条、
第10条、第12条
の2、戸籍法施行
規則第11条、第
12条、第14条、
○住民基本台帳
法第12条、第20
条、住民基本台
帳法施行規則第
15条
○地方税法第382
条の3
○地方税法第20
条の10
○地方公務員法
第34条第1項

○住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されて
いる住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、住民票
の写し等の交付を請求することができる。
○地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る
担保権の設定等の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納
入すべき額等のうち政令で定めるものについての証明書の交
付を請求する者があるときは、その者に関する限り、これを交
付しなければならない。（地方税法20条の10）

C Ⅰ

住民票の写し及び納税証明書等については、住民のプライバシーに直結する等
の理由から、守秘義務を始めとする厳正な服務規律を課す必要があり、本来地
方公共団体以外の者が取り扱うことは想定されていない。
また、住民票の写し及び納税証明書等に係る事務は、市町村長が行う公権力の
行使であり、市町村長に留保されるべきものである。
住民票の写し等には住民情報が記載されており、また、納税証明書等には税額
に係る情報が記載されていることから、守秘義務をはじめとする厳正な服務規律
を課す必要があり、委任者による事務の取扱基準の明示や事後報告による
チェックなどの措置をもって代替しうるとはいえない。

1208 12081010

住民票の写し等
をはじめとする各
種証明書交付事
務を民間事業者
に委託可能

各種証明書交付事務を民間事業者に委託可能とする。

○住民票の写し等
○戸籍謄抄本等戸籍に関する証明書
○印鑑登録証明書
○府市民税（所得・課税）証明書
○固定資産課税台帳記載事項証明書
○納税証明書
○軽自動車納税証明書（継続検査用）
○年金現況証明書

新たに設置する公の施設には、生涯学習機能をメインとして、市民
ニーズの高い住民票の写し等各種証明書発行を行う駅前サービス
コーナーを併設予定。当該施設の管理運営等は指定管理者制度
を活用し、指定管理者指定の議決を得た民間事業者を指定し、委
任予定。さらに、各種証明書の発行業務を民間事業者へ委託する
ことにより、民間ノウハウを活かした良質の市民サービス提供が可
能となる。

特区第五次提案において本市が行った提案内容は、各種証明書発行事務を地方議会で指定管理者指定の議
決を得た民間事業者に対して委任するというものであったが、国からは「対応不可」との回答があった。その理
由は、行政行為の民営化不可と守秘義務の必要性の二点であると解している。しかしながら、指定管理者に対
しては「許可行為」が認めらる等行政行為にまで踏み込んだ法整備がなされたところであり、また守秘義務につ
いても個人情報の保護に関する法律が整備される等個人情報の取扱についての官民格差はないと考える。本
提案は各種証明書発行事務を担う市町村が、現場において民間に委託することに対し問題なしと感じているとこ
ろであり、公の施設の全ての業務が民間に運営委託出来るように提案するものである。

大阪府大東
市

駅前サービス
コーナー民営
化特区

総務省
法務省
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 04 総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案理由 提案主体名
プロジェクト
の名称

制度の所管・
関係官庁

総務省 0430190
地方財政再建促進特
別措置法第２４条第２
項の規制排除

・地方財政再建促
進特別措置法第
２４条第２項

・地方財政再建促
進特別措置法施
行令第１２条の３
第７号

地方公共団体は、国等に対し、地方財政再建促進特別措置法
第24条第2項の規定により、同法施行令第12条の3に規定され
ている場合以外、寄附金等は支出できないこととされている。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ

○　国と地方団体間では、各々の役割に応じた経費負担の原則が定められてい
るところ（地方財政法等参照）。
○　地方財政再建促進特別措置法に基づく寄附制限は、国と地方の財政秩序を
維持する観点から、自発的寄附の名目による国から地方団体への負担の転嫁
を防止するための措置であり、規制とは趣旨が異なるとともに、一定期間後の全
国展開を前提にしている特区制度における規制改革には馴染まない。
○　学部・学科を設置し学生に教育を行なう等、国立大学法人において通常行
われる教育研究は、国立大学法人の最も本来的な業務。これらの経費は国立大
学法人、ひいては運営費交付金や施設費を支出する国が負担すべき経費で
あって、国等の財政難を理由に地方団体からの寄附制限を解除することは本末
転倒。
○　公の施設を国立大学法人に貸し付ける際には、適正な対価を求めることが
必要。学部・学科の誘致のために無償貸付けを行うことは、国立大学法人ひい
ては国が本来負担すべき経費を地方団体に転嫁することにほかならず、認めら
れない。
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地方財政再建促
進特別措置法第
２４条第２項の規
制排除

（仮称）足立区リエゾンセンターを国立大学法人東京芸術大学が無
償で使用できるよう、地方財政再建促進特別措置法第２４条第２項
の規定を除外したい。

■ 誘致した東京芸術大学を中核に千住地区に集積した文化・芸術
に関するコンテンツの連携を進める。■ 東京芸術大学の持つ世界
的な人的リソースを活用した協働・連携による市民講座や音楽教
室などの開催を通じ、区民の心の豊かさと誇りを向上させつつ千住
を全国に名だたる文化の発信拠点としていく。■ 区民やＮＰＯ、企
業、大学の協働による、文化・芸術コンテンツの連携・融合を主体と
したプラットホームを完成させ、文化振興、創業、起業等による地域
経済の活性化を図る。

自治体では、少子化による学校の統合により生じた、廃校舎などの資産を有効に活用することで地域を活性化
することが求められている。一方、国立大学法人においても法人法の施行により、地域連携・地域貢献が本来業
務となり、活動拠点の確保、卓越した研究教育拠点としての場の確保等が課題となっている。しかし、自治体、国
立大学法人はともに、折からの財政難により、潤沢な資金を投入し、単独で課題を解決ことは困難な状況にあ
る。このため、使命を全うした学校施設を最小限の費用で（仮称）足立区リエゾンセンターとして再生し、東京藝
術大学に貸し付けることは、地域連携・地域貢献といった新しい大学機能の充実とともに、区の活性化にも繋
がっていく。また、この取り組みは、コンテンツビジネス振興、雇用対策、都市再生における廃校舎の有効活用な
ど、国の施策にも適う内容である。

東京都足立
区

文化産業・芸
術新都心構
想

総務省

総務省 0430200
予算単年度主義の廃
止

地方自治法第２０
８条、第２１０条、
第２１１条第２項、
第２１２条、第２１
３条、第２１４条、
第２１５条、第２１
６条、第２２０条及
び第２３３条

会計年度　４月１日～３月３１日数年度にわたるものは継続
費、繰越明許費で対応。
総計予算主義　債務負担行為は継続費の総額又は繰越明許
費の金額の範囲内におけるものを除くほか、予算で定めなけ
ればならない。予算を議会に出すときは、政令で定める予算に
かかる説明書をあわせて提出しなければならない。予算の内
容、歳入歳出予算の区分、予算の執行、決算については政令
で具体的に定めている。

C Ⅰ

　会計年度独立の原則、現金主義をはじめとした地方自治法上の財務に関する
規定は、地方公共団体の財務事務を適正に行うために必要なものであり、これ
らの規定の大部分を条例に委ねることはできない。
　なお、地方自治法上の財務に関する規定は、国の財務会計制度の検討状況を
踏まえつつ、そのあり方について検討を進めることとしている。

1162 11621040
予算単年度主義
の廃止

　地方自治法で単年度とされている地方自治体の会計年度を複数
年度予算に転換するとともに、評価に基づく決算を重視した予算管
理を行う。このため、地方自治法第２０８条を「市町村の条例で定め
る。」に改正し、同法第２１０条に「又は条例の定めるところにより、
一会計年度に執行した一切の収入及び支出は、すべて歳入歳出
決算に編入しなければならない。」を加え、同法第２１１条第２項中
「政令で定める」を「条例で定める」に改め、同法第２１２条及び第２
１３条を削り、同法第２１４条中「、継続費の総額又は繰越明許費の
金額の範囲内におけるものを除くほか」を削り、同法第２１５条、第
２１６条、第２２０条及び第２３３条中「」を「市町村の条例で定める」
に改める。

歳出の総額を抑制し、長期的な視点に立った政策的な予算配分を
行う。

　国では、複数年度予算のモデル事業の実施を全府省に拡大することとしている。これは、貴省が示す債務負
担行為や繰越明許費制度の活用とは異なる本来的な複数予算年度制度を導入するものである。現行の予算単
年度主義は、後年度や将来を踏まえた計画的な予算管理のインセンティブが働く制度となっていないため、三位
一体改革の趣旨を踏まえ、地方が自立するためにも、、中長期的な視点に立った複数年度予算に転換し、予算
の自己管理を行うことにより、国及び地方の歳出の総額を抑制することが可能となる。併せて、複数年度予算の
モデル事業の実施状況を具体的に示していただきたい。

埼玉県志木
市

地方自治解
放特区構想

総務省
内閣府
財務省

総務省 0430210

草加市においては、地
方税の納付手段として
不動産による物納を
可能とする。

地方自治法第231
条の2、同法第
235条、国税通則
法第34条

・地方自治法第231条の2及び第235条…地方団体の歳入は現
金主義を原則とするものの、特例として証紙・口座振替・証券
による収入方法を制度上明定したもの。
・国税通則法第34条…租税は金銭給付であることを原則とし、
特例として証券をもって納付することが可能。
上記の規定により、地方税法に明文規定はないものの地方税
における租税債権は金銭にて納付するものである。
但し、国税において一部例外的に相続税法第41条のように適
用要件に該当し許可を得て認められる場合もある。相続税の
性格上、被相続人の財産価額を超えない範囲において、一時
的に相続人に多額の税額が発生する特殊性を考慮してのこと
である。

Ｃ Ⅰ

地方税を滞納している者が換価可能な不動産等を有している場合は当該滞納
者自身が自己の判断と責任において換価したうえで、納付すべきである。
また、滞納者がこれらを換価しないまま滞納を継続する場合については、地方税
法上の滞納処分により、差押え・換価をすべきである。
これらの手段を尽くすことなく、滞納者の選択によって物納を認めることは、滞納
者が本来負うべき換価リスクを地方団体に負わせることととなり、金銭による納
付を納期内に行っている多くの納税者との公平性確保の観点から不適当であ
る。
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草加市において
は、地方税の納
付手段として不動
産による物納を可
能とする。

草加市においては、固定資産税と国民健康保険税の納付手段とし
て不動産による物納を可能とする。

　草加市においては、固定資産税と国民健康保険税の納付手段と
して不動産による物納を可能とする。
　いずれ滞納処分として差押えをし公売せざるを得ない不動産につ
いては、延滞金が膨らむ前に自主的な納付としての物納を認める
べきであると考え、提案するものである。

地方税の納付手段を現金・証紙・口座振替・証券に限定している地方自治法施行令は自治体財政の健全な運
営を担保するためのものと承知しているが、本市における納税者を取り巻く環境に適応できない側面が見受けら
れるようになってきた。
　現在、草加市においても、保有する不動産の活用がうまくいかずに多額の固定資産税や国民健康保険税をや
むなく滞納している市民の方が少なからずおられる。
　これらの方々は高い納税意欲と不動産をお持ちであるにも関わらず、現金の持ち合わせがないために、不動
産の売却にも行き詰まり大変に困惑した状態で納税相談にお越しになられる。
　現状では分割による納付で対応しているが、税額が高額であるため完済する見込みを立てることすら困難であ
り、市民の方が必ずといって良いほど希望されるのが不動産による物納である。
　市としても、いずれ滞納処分として差押えをし公売せざるを得ない不動産であるならば、延滞金が膨らむ前に
自主的な納付としての物納を認めたい。

埼玉県草加
市

みんなが納
得・納税推進
（不動産物
納）

総務省

総務省 0430220

市長選挙における立
候補者や助役・収入
役・教育委員・公平委
員・監査委員・固定資
産評価委員・人権擁
護委員・監査委員の
候補者に「個人市県
民税・固定資産税・国
民健康保険税の納税
証明書等」の提出を義
務づける

・公職選挙法第１
０条第１項、第１１
条第１項
・地方自治法１６２
条、１６４条、１６８
条、１９６条
・地方公務員法第
９条の２第２項及
び第３項
・地方税法第20条
の10
・地方税法第４０４
条第２項

○市長については年齢満２５年以上の者が被選挙権を有す
る。
○副出納長及び副収入役は、事務吏員の中から、普通地方公
共団体の長がこれを命ずる。
○出納長及び収入役は、検察官、警察官若しくは収税官吏又
は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねること
ができない。
○公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及
び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行
政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方
公共団体の長が選任する。ただし、地方公務員法の第５章に
規定する罪を犯し、刑を処せられた者等については、委員とな
ることができない。
○固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経
験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の
同意を得て選任する。（地方税法第404条第2項）

Ｃ

　市長に立候補するにあたって納税証明書の提出を義務づけ、滞納等の理由に
より提出がなされない場合に立候補を制限することは、法の下の平等や参政権
を謳った憲法の趣旨に反すると考えられる。（最高裁判例によると、被選挙権、
特に立候補の自由は選挙権の自由な行使の表裏の関係にあるものとして、一般
に憲法１５条１項によって保障される権利と解されている。）また、執行猶予中の
者や罰金以下の刑に処せられた者であっても立候補制限はないことから、滞納
という理由によって立候補制限をすることは均衡を欠くこととなる。
　納税証明書の提出を求め、提出がなされなくても、立候補制限はしないが、納
税証明書の提出がない旨を公表することについては、有権者に滞納の事実が明
らかになることによって、選挙の中立公平性が当初から害され、当該滞納をして
いる立候補者に不利な扱いとなる。犯罪歴等は明らかにされていないことから滞
納の事実のみを明らかにすることはこれとの均衡を欠くこととなる。
　また、助役・収入役・公平委員・監査委員・固定資産評価員について、その選
任に際して議会に同意を求めるにあたっての提出書類については、地方自治
法、地方公務員法及び地方税法上、特段の規定はないが、職務の適性の判断
に必要かという観点や個人情報保護の見地から慎重に検討すべきものと思料。
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市長選挙におけ
る立候補者や助
役・収入役・教育
委員・公平委員・
監査委員・固定資
産評価委員・人権
擁護委員・監査委
員の候補者に「個
人市県民税・固定
資産税・国民健康
保険税の納税証
明書等」の提出を
義務づける

　草加市においては、市長選挙における立候補者には立候補の届
出時に「個人市県民税・固定資産税・国民健康保険税の納税証明
書等」の提出を義務づけるものとする。
　また、助役・収入役・教育委員・公平委員・監査委員・固定資産評
価委員・人権擁護委員・監査委員についても、市長から議会の同
意を求める際に「個人市県民税・固定資産税・国民健康保険税の
納税証明書等」の提出を義務づけるものとする。

　草加市においては、市長選挙における立候補者には立候補の届
出時に「個人市県民税・固定資産税・国民健康保険税の納税証明
書等」の提出を義務づけるものとする。
　また、助役・収入役・教育委員・公平委員・監査委員・固定資産評
価委員・人権擁護委員・監査委員についても、市長から議会の同
意を求める際に「個人市県民税・固定資産税・国民健康保険税の
納税証明書等」の提出を義務づけるものとする。
  市民から選ばれ、市民の代表として市政を負託されようとする者
が当然に納税の義務を果たしていることを明らかにすることにより、
市政の信頼度と納税意欲の向上をはかろうとするものである。

　草加市では、入札への参加を希望する者に対して「法人市民税」及び「消費税・地方消費税」の納税証明書等
の提出を義務づけている。市民からお預かりした税を財源とする事業に携わり、そこから収益を得る以上、自ら
も市民としての義務を果たすことが当然の前提との考えによるものである。
　まして、市民の代表として選ばれて市政の負託を受け、報酬を受ける市長を志す者や助役・収入役・教育委
員・公平委員・監査委員・固定資産評価委員・人権擁護委員・監査委員としての責務に就こうとする者ならば、こ
の義務を果たしていることを前提とすべきであると考える。また、この点を市民に明らかにすることにより、市政
への信頼度が高まり、納税意欲の向上にもつながると期待できる。

埼玉県草加
市

みんなが納
得・納税推進
（公職者納税
証明）

総務省
文部科学省
法務省

総務省 0430230

草加市においては、滞
納者に限って、一定の
条件のもとに市税の
納付手段として切手・
商品券等、換価性の
高い証票による物納
を可能とする。

地方自治法第231
条の２、地方自治
法施行令第155
条、第155条の２、
第156条

地方公共団体の歳入は現金で行うのが原則である。例外とし
て、証券、口座振替、郵便振替によるものがある。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ

　地方税を滞納している者が換価可能な証票等を有している場合は、当該滞納
者自身が自己の判断と責任において換価したうえで、納付すべきであり、滞納者
がこれらを換価しないまま滞納を継続する場合については、地方税法上の滞納
処分により、差押え・換価をすべきである。
　これらの手段を尽くすことなく、滞納者の選択によって物納を認めることは、滞
納者が本来負うべき換価リスクを地方団体に負わせることとなり、金銭による納
付を納期内に行っている多くの納税者との公平性確保の観点から適当ではな
い。
　さらに、地方公共団体の歳入は現金で行うのが原則であが、例外の一つとして
証券による方法が認められており、現金に代えて納付することができる証券は、
地方自治令第１５６条第１項各号に掲げられている。同項各号に掲げられている
小切手、郵便為替証書、無記名式の国債・地方債等の証券は、現金としての価
値を有しつつ取引されるものである。
　今回の提案の商品券、切手等については、上記の性質を有さず、また、現金に
換金されることを前提とするものではないことから、現金に代えて納付される証
券とすることは適当ではない。

1123 11231010

草加市において
は、滞納者に限っ
て、一定の条件の
もとに市税の納付
手段として切手・
商品券等、換価
性の高い証票に
よる物納を可能と
する。

　草加市においては、滞納者に限って、一定の条件のもとに市税の
納付手段として切手・商品券等、換価性の高い証票による物納を
可能とする。

　草加市においては、滞納者に限って、確実に現金に換わる証票
についても、一定の条件のもとにこれを納税対象とすることを認
め、徴収活動の効果を高め、納税意識の向上をはかろうとするもの
である。

　草加市では、市長直属の収納向上担当特命職を設け、係長級以上の全職員による臨戸徴収を行うなど、滞納の防止と収納率の向
上を図っているところであるが、その効果を高めていくため、一定の条件のもとに切手・商品券等で確実に換価できる証票による物納を
可能としたい。
　昨今、カード社会化の進展や防犯上の問題等により、まとまった現金を所持せず、若しくは自宅に置かない傾向が強まっている。この
ため、臨戸徴収活動においては、訪問時の督促を通じて支払いの意思は示すものの、後日対応とせざるを得ないケースが大半を占
め、徴収活動の成果をあげることが困難な状況にある。また滞納は、原動機付自転車に係る軽自動車税等、税額が比較的小さなもの
が多数を占めており、その徴税活動の効率的執行も大きな課題である。
　そこで、確実に現金に換わる証票についても、一定の条件のもとにこれを納税対象とすることを認め、徴収活動の効果を高め、納税
意識の向上をはかろうとするものである。
　滞納者が自ら金券ショップ等で換金してから納税すれば良いとのご意見もあろうかとは思うが、高齢者等で自ら換金することが困難な
ケースもある。また、現場対応としては、滞納者が何らかの支払い意思を示した時点で速やかに受領できる態勢を用意しておかなけれ
ば、徴収実績にはつながりにくい。
　現金でなくとも幅広く受け入れられることを明らかにすることにより、即効的な徴収効果を得られ、また、こうした取組みによる心理的効
果を通じて、納税義務意識を高めることにもつながると考えられる。さらに、滞納者の中にも、商品券等を未使用のままタンスの肥やし
としているケースが少なくないと思われることから、納税促進効果のほか、商品券等の流通を活発化させ、地域経済の活性化にも資す
ることができるものと考えられる。
　なお、受領時における換価性とその価額の確認等については、その手続き等に万全を期すものである。またその換価額は、証票記載
の額面を下回るものとする考えである。

埼玉県草加
市

みんなが納
得・納税推進
（商品券納
税）

総務省

総務省 0430240

草加市においては、身
体障害者あるいは身
体障害者と生計を一
にする者が使用する
軽自動車に賦課され
る軽自動車税につい
て、当初の１回のみ減
免申請を行えば翌年
度以降も減免を継続
できるものとする。

地方税法第４５４
条

軽自動車税は、市町村の条例の定めるところにより、特別な事
情がある場合において減免することができる。

Ｄ-1 -

地方税法第４５４条に基づく軽自動車税の減免措置については、納税義務者の
特別の事情を考慮して市町村が条例の定めるところにより、当該年度における
納税義務を消滅（免除）させるものである。その要件の確認方法は、他の納税義
務者との公平性の確保に留意しつつ、その具体的な運用については各市町村
の判断に委ねられている。

1125 11251010

草加市において
は、身体障害者
あるいは身体障
害者と生計を一に
する者が使用す
る軽自動車に賦
課される軽自動
車税について、当
初の１回のみ減
免申請を行えば
翌年度以降も減
免を継続できるも
のとする。

草加市においては、身体障害者あるいは身体障害者と生計を一に
する者が使用する軽自動車に賦課される軽自動車税について、当
初の１回のみ減免申請を行えば翌年度以降も減免を継続できるも
のとする。

　草加市においては、身体障害者あるいは身体障害者と生計を一
にする者が使用する軽自動車に賦課される軽自動車税について、
当初の１回のみ減免申請を行えば翌年度以降も減免を継続できる
ものとしたい。
　税の減免は毎年度の本人からの申請に基づくべきであるとの基
本姿勢は理解しているが、障害者に対する減免制度の趣旨を活か
すため本提案を行うものである。

　草加市では、身体障害者あるいは身体障害者と生計を一にする者が使用する軽自動車について、当該身体
障害者等が健全な者に伍して社会生活を営むことために不可欠の生活手段であることから、税制上の配慮とし
て軽自動車税を減免しているところである。
　ところで、軽自動車税の減免を規定する地方税法第４５４条に明記されてはいないが、減免を受けようとする場
合には毎年度の減免申請が必要であると解されている。
　同条に記述のある、天災や貧困によって一時的に担税力を喪失した者については、当該事情を克服すること
で担税力を回復できるため、当該年度における担税力の有無を確認するために毎年度の減免申請が必要であ
ることも理解できる。
　しかし、軽自動車税の減免を受けられる程度の身体の障害は、これが劇的に改善される可能性は著しく低く、
毎年度、障害の程度を確認する必要性があるとは思えない。
　しかも、軽自動車税の税率は決して高額であるとは言えない（税率1,000円～7,200円）ため、減免申請に来庁
する身体的な負担と比較した結果、減免を受けることを断念される方もおられる。
　そこで草加市においては、身体障害者あるいは身体障害者と生計を一にする者が使用する軽自動車に賦課さ
れる軽自動車税について、当初の１回のみ減免申請を行えば翌年度以降も減免を継続できるものとしたい。

埼玉県草加
市

みんなが納
得・納税推進
（軽自動車税
減免）

総務省
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 04 総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案理由 提案主体名
プロジェクト
の名称

制度の所管・
関係官庁

総務省 0430250

無線局の識別信号
（呼出呼称）が一つと
定められていることの
緩和

電波法第１４条、
第１９条

無線局の識別信号は、免許を付与する際に、無線局を識別す
るために、無線局ごとに総務大臣が指定する。

Ｄ－１

　無線局の識別信号（呼出名称）は、その無線局を他の無線局から識別するた
めに付与するものであり、複数の呼出名称の付与は、通信相手（受信者）にその
無線局の特定に混乱を生じさせることから一般的には一つの呼出名称を指定し
ている。本件の場合、識別信号の後に「○○からの広報です。」や「防災情報で
す。」といった伝達したい内容を付け加えることなど、運用方法を工夫することに
より、問題なく運用できるものと考えている。しかしながら、防災情報と一般行政
情報とを区分して受信者に明確に伝達するために、２つの呼出名称の付与が必
要と考えられるならば、それも可能である。

1062 10621010

無線局の識別信
号（呼出呼称）が
一つと定められて
いることの緩和

無線局の識別信号（呼出呼称）を、一免許に対し、複数設定する。
防災行政用無線局について、放送内容に応じ、防災放送用の識別
信号「ぼうさいずし」と一般行政送用の識別信号「こうほうずし」を併
用するもの。

現在、識別信号は１種類であり、一般行政放送と災害等非常事態に関する放送とを、放送の冒頭で差別化し強
調して放送することができないでいる。その結果、市民の混乱につながっている状況がある。しかし、防災行政
用無線は市民への有効な情報伝達手段であることから、今後は、防災情報に加え、一般行政放送にもより広く
利用していきたいと考えている。このことで、市民の混乱がより多くなることが予想されるため、放送内容に併せ
て識別信号を使い分けられるようにするもの。

神奈川県逗
子市

防災行政無
線の多目的
利用計画

総務省

総務省 0430260
コミュニティＦＭ放送局
による出力上限基準
の緩和

放送用周波数使
用計画（昭和６３
年郵政省告示第
６６１号）第１総則
１０

空中線電力は、原則として２０Ｗ以下で必要最小限のものとす
る。

Ｃ

コミュニティ放送は、「商業、業務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レクリエーション、教
養文化活動等の活動に資するための施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十分
発揮されることが見込まれる区域において、その普及を図ること」を目的とするものであり、コミュ
ニティ放送局は、一般の放送局と異なり、各市区町村において当該地域に密着したきめ細かな情
報の提供を促進する観点から制度化された小規模な放送局である。
コミュニティ放送局は、使用周波数が限定されるとともに、空中線電力についても放送区域の広
狭にかかわらない一律の上限（20W）が定められ、放送区域が一の市町村（特別区を含み、地方
自治法第２５２条の１９に規定する指定都市にあっては区）の一部の区域に限定される代わりに、
一般の放送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続きを経ることなく、簡易かつ迅速
な手続き（先願主義）で開局を可能としているものである。
したがって、提案のようにコミュニティ放送についての空中線電力の制限を緩和することは、コミュ
ニティ放送の制度目的を逸脱し、一般の放送局と異なる規律を適用する根拠を失わせることとな
り不適当である。
なお、地理的条件、広域な行政区域を考慮し必要な放送対象地域をカバーする必要があり、一の
放送局によりカバーすることが困難な場合は、アンテナの設置場所の見直しや中継局の設置など
現行制度下において対処が可能である。
また、災害時においてコミュニティ放送を活用し、災害情報等を伝送することは望ましいことと言え
るが、災害情報はコミュニティ放送制度が本来想定する放送の主たる内容とは言えず、災害情報
等の住民への周知・広報については、コミュニティ放送の他にも、県域放送も含む各種の放送や
防災行政無線等、多様なメディアの活用が可能であり、更に災害時の実際のニーズに応じて、災
害対策の放送を行う臨時目的放送局を迅速に開設することも可能である。

1072 10721010
コミュニティＦＭ放
送局による出力
上限基準の緩和

コミュニティＦＭ放送局の出力上限である２０Ｗを規制緩和すること
により、市内全域においての受信が可能となるレベルまでの出力
増強を図る。

出力増強を実現することにより、コミュニティＦＭ放送局において受
信エリアを拡大した地域コミュニティ放送事業の実施

現行法上における上限出力（２０Ｗ）では、受信エリアが市内の一部に限られることから、出力増強により市町村
合併後の拡大した市域におけるより広範なエリアを対象とする放送サービスの展開を図るため

新潟県柏崎
市

「柏崎市安
心・安全まち
づくり宣言」
特区構想

総務省

総務省 0430270
コミュニティ放送の空
中線電力（出力）の上
限基準の緩和

放送用周波数使
用計画（昭和６３
年郵政省告示第
６６１号）第１総則
１０

空中線電力は、原則として２０Ｗ以下で必要最小限のものとす
る。

Ｃ

コミュニティ放送は、「商業、業務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レクリエーション、教
養文化活動等の活動に資するための施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十分
発揮されることが見込まれる区域において、その普及を図ること」を目的とするものであり、コミュ
ニティ放送局は、一般の放送局と異なり、各市区町村において当該地域に密着したきめ細かな情
報の提供を促進する観点から制度化された小規模な放送局である。
コミュニティ放送局は、使用周波数が限定されるとともに、空中線電力についても放送区域の広
狭にかかわらない一律の上限（20W）が定められ、放送区域が一の市町村（特別区を含み、地方
自治法第２５２条の１９に規定する指定都市にあっては区）の一部の区域に限定される代わりに、
一般の放送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続きを経ることなく、簡易かつ迅速
な手続き（先願主義）で開局を可能としているものである。
したがって、提案のようにコミュニティ放送についての空中線電力の制限を緩和することは、コミュ
ニティ放送の制度目的を逸脱し、一般の放送局と異なる規律を適用する根拠を失わせることとな
り不適当である。
なお、地理的条件、広域な行政区域を考慮し必要な放送対象地域をカバーする必要があり、一の
放送局によりカバーすることが困難な場合は、アンテナの設置場所の見直しや中継局の設置など
現行制度下において対処が可能である。
また、災害時においてコミュニティ放送を活用し、災害情報等を伝送することは望ましいことと言え
るが、災害情報はコミュニティ放送制度が本来想定する放送の主たる内容とは言えず、災害情報
等の住民への周知・広報については、コミュニティ放送の他にも、県域放送も含む各種の放送や
防災行政無線等、多様なメディアの活用が可能であり、更に災害時の実際のニーズに応じて、災
害対策の放送を行う臨時目的放送局を迅速に開設することも可能である。

1189 11891010

コミュニティ放送
の空中線電力（出
力）の上限基準の
緩和

コミュニティ放送の出力規制を緩和することによる災害時に市民へ
きめ細かい生活情報等を伝えるなどして、防災体制の強化を図り
ます。

災害時に小樽全域の市民を対象に、安否確認から電気、ガス、水
道などのライフラインや避難所の情報、学校・授業の再開状況、銭
湯やコインランドリーなどの生活情報をきめ細かく放送することが、
二次災害を未然に防ぐことに繋がります。このように緊急時に防災
無線と相互に補完してのコミュニティ放送の役割は、今後ますます
重要といえます。小樽の地形状の理由から、現在の２０Ｗでは難聴
地域（銭函・桂岡・塩谷・忍路・蘭島）がありますことから、５０Ｗに増
強して、難聴地域を平時の時から解消し、突然の災害に対応できう
る地域防災体制の確立を図るものです。

新潟県中越地震や昨年９月の台風１８号において、コミュニティ放送は災害緊急放送をはじめ、被災者はもとよ
り市民の生活のための重要な情報を迅速に伝えるライフラインとして大きく機能しました。災害の発生直後に
は、停電によりテレビが視聴できず、携帯電話も通じにくい中にあって、最新情報はラジオでしか得れなかった方
も多く、「災害に強いラジオ」といえます。特に小樽では、山坂が多いことや行政区域が細長い地形上のこともあ
り、難聴地域（銭函・桂岡・塩谷・忍路・蘭島）が存在する現状にありますので、２０Ｗを５０Ｗへ出力を上げること
により、難聴地域を解消し、住民の安全・安心な地域防災体制の確立に貢献するものです。

株式会社エフ
エム小樽放
送局

コミュニティ放
送防災特区

総務省

総務省 0430280
コミュニティ放送の空
中線電力(出力）の上
限基準の緩和

放送用周波数使
用計画（昭和６３
年郵政省告示第
６６１号）第１総則
１０

空中線電力は、原則として２０Ｗ以下で必要最小限のものとす
る。

Ｃ

コミュニティ放送は、「商業、業務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レクリエーション、教
養文化活動等の活動に資するための施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十分
発揮されることが見込まれる区域において、その普及を図ること」を目的とするものであり、コミュ
ニティ放送局は、一般の放送局と異なり、各市区町村において当該地域に密着したきめ細かな情
報の提供を促進する観点から制度化された小規模な放送局である。
コミュニティ放送局は、使用周波数が限定されるとともに、空中線電力についても放送区域の広
狭にかかわらない一律の上限（20W）が定められ、放送区域が一の市町村（特別区を含み、地方
自治法第２５２条の１９に規定する指定都市にあっては区）の一部の区域に限定される代わりに、
一般の放送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続きを経ることなく、簡易かつ迅速
な手続き（先願主義）で開局を可能としているものである。
したがって、提案のようにコミュニティ放送についての空中線電力の制限を緩和することは、コミュ
ニティ放送の制度目的を逸脱し、一般の放送局と異なる規律を適用する根拠を失わせることとな
り不適当である。
なお、地理的条件、広域な行政区域を考慮し必要な放送対象地域をカバーする必要があり、一の
放送局によりカバーすることが困難な場合は、アンテナの設置場所の見直しや中継局の設置など
現行制度下において対処が可能である。
また、災害時においてコミュニティ放送を活用し、災害情報等を伝送することは望ましいことと言え
るが、災害情報はコミュニティ放送制度が本来想定する放送の主たる内容とは言えず、災害情報
等の住民への周知・広報については、コミュニティ放送の他にも、県域放送も含む各種の放送や
防災行政無線等、多様なメディアの活用が可能であり、更に災害時の実際のニーズに応じて、災
害対策の放送を行う臨時目的放送局を迅速に開設することも可能である。

1209 12091010

コミュニティ放送
の空中線電力(出
力）の上限基準の
緩和

コミュニティ放送の空中線電力（出力）の上限20Ｗを緩和し、50Ｗに
する。

　防災・災害情報を住民にいかに迅速、的確に提供するかは大き
な課題である。本市は海に面し、地震確率が高い地域とされ、離
島、河川があり、地震、津波、水害などの災害がいつ発生してもお
かしくない地域である。そのため、本市では防災・災害対策を重視
しているが、一番重要な住民に対する防災･災害情報提供につい
ては、防災無線、広報車等様々な手段がある中、その一つとして地
域に密着し迅速な情報提供が可能なコミュニティ放送の活用を非
常に有効と考えている。現在でも災害・行政情報の提供などは行っ
ているが、聴取範囲が市内平野部に限られている。離島を抱え、11
月には周辺3町と合併することになっており、今後はより広範囲な
情報提供が必要となる。そこで、コミュニティ放送の出力上限を50
Ｗに緩和すれば、離島及び新市の平野部全域をカバーすることが
でき、災害時におけるコミュニティＦＭ局と連携強化、情報提供のシ
ステム化、市の災害対策本部から直接緊急割込放送の実施、国・
県機関をも巻き込んだコミュニティ放送による総合的な災害情報提
供などの事業が可能になる。

※前回の最終回答に対して、
①急激な地域的、社会的変化は具体的に何を指すのか不明確
以下が地域的・社会的変化と考える。
・災害が多発する中で、災害時の情報提供におけるコミュニティ放送の役割、有効性が実証され、社会的な認知
を受け初めている。
・本地域における1市3町の合併による行政区域の拡大
・国の調査により本市を縦断している庄内平野東縁断層帯における地震予想で、地震規模、発生確率が全国で
も高いことが判明（地域的な状況変化）
②コミュニティ放送は市町村全域を対象とするものでない。
・機能の集積や施設の整備状況を勘案して地区町村の一部を放送対象地域とするとのことであるが、明確な基
準ではなく広い解釈も可能であり、広い区域を想定していただき出力アップをお願いしたい。
・上記社会的変化や地域性を考慮して検討、解釈していただき、一定の条件を付したとしても、まずは試験的に
特区として実現が可能ではないかと考える。

酒田市、酒田
エフエム放送
㈱

地域防災情
報提供特区

総務省

総務省 0430290
簡易郵便局の行政コ
ンビニ化

地方公共団体の
特定の事務の郵
便局における取
扱いに関する法
律第２条第１項

地方公共団体は、日本郵政公社との協議（規約の制定・議会
の議決必要）により規約を定め、次に掲げる事務を郵便局にお
いて取り扱わせることができる。
 ○　戸籍の謄本、抄本等
 ○　納税証明書
 ○　外国人登録原票の写し及び外国人登録原票記載事項証
明書
 ○　住民票の写し及び住民票記載事項証明書
 ○　戸籍の附票の写し
 ○　印鑑登録証明書
の交付の請求の受付及び写し・証明書の交付事務（本人請求
に係るもの）

C

D-1

「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」（以下「郵
政官署法」という）に列挙する各種証明書の交付事務は、住民の個人情報に関
わり、プライバシーの保護、人権への配慮等の観点から、特に慎重かつ適正な
事務処理が求められることから、当該交付事務の公証行為自体は、地方公共団
体の長に留保し、郵便局の窓口では、事実行為のみを行うこととしている。
簡易郵便局は、「日本郵政公社法」第２２条第１項第３号および「郵政窓口事務
の委託に関する法律」に基づき、日本郵政公社が郵便局の窓口で取り扱う事務
（以下「郵政窓口業務」という）を行うことにつき、個人等と日本郵政公社との間で
委託契約を締結することにより郵政窓口業務の一部を行うものであるが、その職
員は、地方公務員と同等の服務規律（守秘義務など）が課されている国家公務
員ではないことから、郵政官署法に列挙する各種証明書の交付事務を行うこと
は認められない。
→Ｃ：特区として対応不可
しかし、日本郵政公社と委託契約を締結している個人等が所有する施設の一部
を借用し、そこに機器のみを設置して地方公共団体職員あるいは臨時職員が１
週間のうち日時を決めてそこへ出向き、交付事務を執り行うことは、地方公共団
体が自らの事務を執り行うこととなり、現行規定により対応可能と思われる。ただ
し、その場合も各種証明書の交付事務を行うに当たり、情報漏洩防止等の個人
情報保護のため必要な措置を十分に講じることが必要。
→Ｄ－１：現行の規定により対応可能

1030 10301010
簡易郵便局の行
政コンビニ化

「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法
律」により日本郵政公社ではない簡易郵便局においては、「住民票
の写し等」の交付を市町村が委託することができない。この規制を
撤廃することにより、簡易郵便局においても「住民票の写し等」の交
付を委託を可能にする。

簡易郵便局において「住民票の写し等」を交付できるようにすること
により、現在市役所支所まででも往復で２時間近く費やし、本庁ま
でとなると２時間以上時間がかかることが大きく軽減でき、過疎地
域における高齢者の負担を減らし、行政サービスの平等性ならび
に向上を目指すものである。

簡易郵便局は、日本郵政公社の委託を受けた者が郵便事業を行っているところであり、日本郵政公社ではない
ため市町村が「住民票の写し等」の交付事務を委託することができない。

滋賀県高島
市

簡易郵便局
の行政コンビ
ニ化構想

総務省

総務省 0430300
郵政官署法で取り扱う
市の事務範囲の拡大

地方公共団体の
特定の事務の郵
便局における取
扱いに関する法
律第２条

日本郵政公社法
第１９条第２項第
１６号

１　地方公共団体は、日本郵政公社との協議（規約の制定・議
会の議決必要）により規約を定め、次に掲げる事務を郵便局
において取り扱わせることができる。
 ○　戸籍の謄本、抄本等
 ○　納税証明書
 ○　外国人登録原票の写し及び外国人登録原票記載事項証
明書
 ○　住民票の写し及び住民票記載事項証明書
 ○　戸籍の附票の写し
 ○　印鑑登録証明書
の交付の請求の受付及び写し・証明書の交付事務（本人請求
に係るもの）

２　日本郵政公社は、上記により取扱う地方公共団体の事務
その他委託を受けた地方公共団体の事務を取り扱う

C

○　「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」に列
挙する各種証明書の交付事務は、住民の個人情報に関わり、プライバシーの保
護、人権への配慮等の観点から、特に慎重かつ適正な事務処理が求められるこ
とから、当該交付事務の公証行為自体は、地方公共団体の長に留保し、郵便局
の窓口では、事実行為のみを行うこととしている。
一方、多治見市が郵便局に委託したいとしている５７事務のうち、第６次提案ま
での回答で「現行の規定により対応可能（Ｄ－１）とした２９事務を除く２８事務に
ついても、住民の個人情報に関わり、プライバシーの保護、人権への配慮等の
観点から、特に慎重かつ適正な事務処理が求められるものであるが、相談に対
する対応や、質問により請求者等の実情を把握した上での判断、場合によって
は他の窓口に取り次ぎなど事実行為にとどまらない場合があり、特区として対応
することはできない。→Ｃ：特区として対応不可

1233 12331010
郵政官署法で取
り扱う市の事務範
囲の拡大

平成13年に成立した「地方公共団体の特定の事務の郵政官署に
おける取扱いに関する法律」（以下「郵政官署法」という。)では郵政
官署で取り扱うことのできる地方公共団体の事務が限定されてい
る。本市の地区事務所で取り扱う57事務のうち、郵政官署法第2条
の郵政官署において取扱いできる事務及び郵政官署法によらなく
ても取扱いが可能な事務を除く、28事務（特記事項）について構造
改革特区により事務の範囲を拡大し地区事務所事務を特定郵便
局に委託できるようにすることで行政機関の合理化を図る。

人口106,000人、面積77,95平方キロメートルの本市は、市内に10箇
所のサービスセンター（地区事務所）を設置しおり、61事務を取扱
い、平成16年度では年間12万件の利用があった。しかしながら、効
率的な行政運営の視点から整理統合が必要となりサービスを低下
させない方策として特定郵便局への委託を検討しているなかで、構
造改革特区（第2～6次提案）に応募したが、指定を受けるまでに
至っていない。第2次提案時において指摘された意見により戸籍届
書の受理、死産届の受付、埋火葬許可証の交付を特区対象事務
から外すとともに、第4次提案時において国民健康保険証の作成交
付を外すなど検討を重ねている。本市が取扱う61事務のなかで前
述の4事務を除く57事務のうち、郵政官署法で取扱いできる事務及
び郵政官署法によらなくても取扱い可能な事務を除く28事務（特記
事項欄に記載）について、構造改革特区により事務の範囲を拡大
し、地区事務所事務を特定郵便局に委託することで自治体事務の
合理化を図るものである。

住民サービスの向上と行政機関の合理化を目的とする郵政官署法が成立し、地区事務所、地区サービスセン
ター等が十分に整備されていない市町村においては住民サービスについて格段の向上が図られるようになっ
た。しかしながら、本市のように郵便局と同じように細かく地区事務所を設置している市町村においては、住民
サービスの向上と行政機関の合理化という両側面の実現を目的とした郵政官署法の趣旨が生かせない状況に
ある。そこで、郵政官署法の規制を緩和することで、取扱量の少ない地区事務所と特定郵便局が支えあえる仕
組みを実現し合理化を図るものである。

岐阜県多治
見市

郵政官署に
よる市町村事
務受託特別
区域

総務省

5/10



 04 総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案理由 提案主体名
プロジェクト
の名称

制度の所管・
関係官庁

総務省 0430310

被災地における緊急
消防援助隊（訓練時を
含む）に限って「移動タ
ンク貯蔵所（タンクロー
リー）から車両にガソ
リンを直接給油する」
ことを認める。

消防法第１０条第
３項

危険物の貯蔵・取扱については、危険物の規制に関する政令
において定める技術上の基準に従って行われなければならな
い。

Ｃ

　大規模災害発生時における災害活動の緊急消防援助隊に係る規制緩和の要
望であるが、現実的に大規模災害発生場所を事前に特定することは不可能であ
り、また、緊急消防援助隊の活動自体が都道府県及び市町村を越えた広域的な
災害活動を想定しているため、地域を限定しての特例措置を講じることは適当で
ない。
　なお、ガソリンは引火点が非常に低く（－４０℃以下）、引火危険性が非常に高
いものである。ガソリンを移動タンク貯蔵所から車両に直接給油した場合、多量
の可燃性蒸気が発生し、静電気等により容易に引火する可能性が非常に高く、
出火した際の被害も大きなものとなるため、これを認めることはできない。

1120 11201010

被災地における
緊急消防援助隊
（訓練時を含む）
に限って「移動タ
ンク貯蔵所（タン
クローリー）から
車両にガソリンを
直接給油する」こ
とを認める。

　現在の消防法では禁止されている「移動タンク貯蔵所（タンクロー
リー）から車両にガソリンを直接給油する」ことを、被災地における
緊急消防援助隊（訓練時を含む）に限って認めていただきたい。

　現在の消防法では禁止されている「移動タンク貯蔵所（タンクロー
リー）から車両にガソリンを直接給油する」ことを、被災地における
緊急消防援助隊（訓練時を含む）に限って認めていただきたい。
　緊急援助隊は車両の燃料についても被災地に頼らないという自
己完結型でなければ使命を全うできないと考え、規制の改革を提
案するものである。

  大規模災害発災時に各都道府県毎に３０台から５０台程度の消防車及び救急車を集結する緊急消防援助隊
は、昨年１０月の新潟県中越地震においてもその役割を発揮したところであるが、被災地で活動する援助隊の
頭を最も悩ませたのが車輌燃料（ガソリン）の確保であった。
　当然の事ながら、緊急車輌といえど燃料なしでは身動きがとれない。
　しかし、被災地の給油取扱所（ガソリンスタンド）には、限られた量の燃料しかなく、停電等で供給能力も低下し
ている。いかに緊急援助のためとはいえ、被災地の住民が生活に必要な燃料を入手しようと並んでいる給油取
扱所の長蛇の列に、何十台もの緊急車輌が加わることは心苦しい限りである。しかも、給油取扱所まで往復し給
油の順番を待つ時間は、一刻を争う救命救助活動の大きな妨げとなっている。
　ましてや、被災地の給油取扱所が重大な損傷を受けていれば、給油は不可能であり、援助隊は宝の持ち腐れ
となりかねない。
　このことから、被災地住民の生活を優先し、かつ円滑な緊急援助活動を実施できるよう、「移動タンク貯蔵所（タ
ンクローリー）から車両にガソリンを直接給油する」ことを、被災地における緊急消防援助隊（訓練時を含む）に
限って認めていただくよう、規制の改革を提案するものである。
　なお、草加市においては、消防職員のうち７５人が危険物取扱者資格を保有しており、また、援助隊は消防車・
救急車を中心に編成され、隊員は各自治体の消防職員である。従って、河原や公園・学校の校庭などを移動タ
ンク貯蔵所の設置場所とし、給油作業は危険物取扱者資格を有する者のみが行うことで、安全を確保できるも
のと考える。

埼玉県草加
市

「燃料自給
型」緊急消防
援助隊

総務省

総務省 0430320
第１種事業所における
防災資機材備付基準
の緩和

石油コンビナート
等災害防止法第
１６条第４項
石油コンビナート
等災害防止法施
行令第１６条第１
項

石油の貯蔵・取扱量が１万kl以上の第一種事業所で、事業所
の敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの、又は係留施
設を使用して石油を取り扱うものは、オイルフェンス及びオイル
フェンス展張船を備え付けなければならない。

Ｃ

石油等が海上に流出した場合は、海洋汚染等の環境問題を始め、沿岸地域の
住民及び事業者の身体的かつ経済的な被害等が発生するため、社会に与える
影響が非常に大きい。従って、オイルフェンス及びオイルフェンス展張船の設置
については、防油堤や流出油等防止堤により石油等の流出を一次的に防止す
る措置を講じた上で、なおかつ海上に流出してしまった事態に対応するために求
めているものである。ゆえに、オイルフェンス及びオイルフェンス展張船は、屋外
貯蔵タンクの位置や、流出油等防止堤の設置に関わらず法令上必要な防災資
機材であり、本提案については認められない。なお、危険物貯蔵タンク、防油堤
及び流出油等防止堤の全てが決壊した漏油に対する土のう等による流出防止
措置や、排水系統への漏油に対し含油排水処理装置を経由させる等の措置を
行うことは、事業所の防災活動として当然の行為であり、オイルフェンス及びオイ
ルフェンス展張船設置の代替措置とはならない。

1150 11501010

第１種事業所に
おける防災資機
材備付基準の緩
和

海域に接する第１種事業所（石油貯蔵取扱量1万ｋＬ以上）のうち、
係留施設をもたず、かつ海域から十分離れた場所に流出油等防止
堤を設置し、施設の配置上でも危険物が海上へ流出する恐れが無
いと認められる事業所についてのオイルフェンスならびにオイル
フェンス展張船備付義務の免除

海域への漏油の可能性が著しく低い第１種事業所におけるオイル
フェンスおよびオイルフェンス展張船に要する費用の削減

石油貯蔵取扱量1万kL以上の第１種事業所については、事業所の一部が海域に接するだけでオイルフェンス等
の設置を義務付けられており、総務省の見解でも石油貯蔵場所がいくら海域から離れていても、事業所が海域
に接していれば海上漏洩のリスクは小さくないとのことである。　しかし流出油等防止堤を海域から十分離れた
場所に設置した場合、施設配置・石油貯蔵量・排水系統の状況によっては災害時における海上への油流出の
可能性は限りなくゼロに近く出来るものと考えます。　本提案は、そういった状況を踏まえた上でのオイルフェン
スならびに同展張船設置義務の免除を求めるものであります。

関西電力株
式会社堺港
発電所

第１種事業所
における防災
資機材備付
基準の緩和
事業

総務省

総務省 0430330
救急隊の編成基準の
緩和

消防法施行令第
44条第1項
消防法施行規則
第50条

救急隊は、原則として救急自動車１台及び救急隊員３人以上
をもって編成しなければならないが、転院搬送において当該医
療機関の医師等が同乗する場合には、救急隊員を２人とする
ことができる。

Ｃ Ⅲ

　救急自動車１台に搭乗する救急隊員数を３人とする現行の基準は、救急現場
における傷病者の搬送や救急救命処置等の救急業務の実態から最低限必要な
ものとして規定されており、住民の生命・身体に関わる規定であることから、遵守
すべきものである。本提案は、住民の生活・身体を守るという救急の使命を考慮
しておらず、認めることはできない。
　なお、救急需要の増加への対策については、現在消防庁において有識者等に
よる検討を行っているところであり、その中で結論を見出す方針である。
　また、狭隘道路等の対策として小型救急自動車を導入することと、救急隊員を
２人にすることとは別問題である。
　以上により、本提案は特区として対応不可である。

1158 11581010

消防法施行令第
44条ただし書の
総務省令で定め
る場合の範囲の
拡大
（消防法施行規則
第50条の改正）

救急隊の編成人員は原則として３名、一定の条件下での転院搬送
は２名と定められているが、転院搬送以外の場合であっても傷病者
の緊急度・重症度に応じて、２名での運用を可能とするもの

　 現行、救急自動車1台と救急隊員3名で編成されている救急隊
を、救急自動車1台と救急隊員２名及び軽自動車ベースの小型車１
台と救急隊員２名のペア編成とし、救急自動車の進入が難しい道
路狭隘地域等への迅速な対応を可能にするとともに、傷病の程度
が軽く、救急車内での高度な応急処置が不要な場合は、救急自動
車１台と救急隊員２名により医療機関へ搬送する等により、より効
率的な救急業務を実施していこうとするものです。

救急自動車が進入できない狭隘道路等が多く存する地域性や、応急処置等の範囲の拡大・高度化の推進に伴
い、救急隊と消防隊が連携活動を実施することにより、緊急度・重症度の高い傷病者に対し、一刻も早く蘇生処
理等の適正な応急処置を実施することにより、救命率の向上を図るとともに、限られた人的資源を緊急度に応じ
て合理的に投入することにより、救急業務の効率化を図るため。

神奈川県横
浜市

よこはま救急
改革特区

総務省

総務省 0430340

大分港大在コンテナ
ターミナル施設におけ
る危険物の屋外での
仮貯蔵に係る消防法
上の規制の緩和

消防法第10条

指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等の許
可を受けた危険物施設で行うこととされている。ただし、所轄消
防長等の承認を受けて10日以内の仮貯蔵・仮取扱いを行う場
合は、その限りでない。

Ｄ－１
仮貯蔵は極めて臨時的かつ短期間の危険物の貯蔵に関する特例的制度であ
る。所轄消防長又は消防署長が安全対策等の内容を勘案し、総合的に承認す
べきか否かを個別具体的に判断する制度となっている。

1202 12021010

大分港大在コンテ
ナターミナル施設
における危険物
の屋外での仮貯
蔵に係る消防法
上の規制の緩和

大分港大在コンテナターミナル施設内において、危険物（二流化炭
素）のタンクコンテナを積載船への入港までの２～３日屋外で仮貯
蔵する場合の消防法上の規制の緩和を求める。

大分港大在コンテナターミナル施設内での危険物の屋外での仮貯
蔵の規制の緩和により、現在国内唯一の二流化炭素製造メーカー
の大分港から海外への製品輸出が増加するとともに、類似製品製
造メーカーの大分港からの出荷貨物利用が促進され、県内メー
カーや物流企業の活動の活性化による地域産業の振興が図られ
る。

危険物（二流化炭素）保管に関する消防法上の規制は、現在の安全性を充たしたＩＳＯコンテナといわれるタンク
コンテナを想定していないと思料される。また、大分港の仮貯蔵場所の保安距離の確保、関係者によるタンク内
部の圧力・温度調査実証試験による安全性の確認、また、万一の火災発生時における海水による消化活動体
制の整備など、当事案には万全の体制が確保されている。従って、消防法上の規制の緩和ができなければ、多
大な経費を必要とする貯蔵施設の建設によるメーカーの競争力の低下を招き、大分港利用貨物が減少し、地域
経済の発展に深刻なダメージを与える。

大分県

大分港大在
コンテナター
ミナル物流活
性化構想

総務省

総務省 0430350

滞在型農園付住宅(ク
ラインガルテン)・農家
民宿などの許認可条
件の緩和措置

消防法第17条第
１項

消防用設備等については、消防法第17条に基づき、消防法施
行令第６条及び別表第一に規定する防火対象物ごとに設置
し、維持しなければならないこととされている。

Ｃ

　滞在型農園付住宅（クラインガルテン）・農家民宿の「許認可」については当庁
では対応不可。
　消防用設備等については、農家民宿に関しては既に「農家民宿に対する消防
用設備等の技術上の基準の特例の適用について」（平成16年12月10日付け消
防予第234号）にて、特区において講じられた規制の特例措置を全国において適
用することとされている。この措置以上の特例措置の緩和は困難。

1223 12231060

滞在型農園付住
宅(クラインガルテ
ン)・農家民宿など
の許認可条件の
緩和措置

火災報知機など消防設備の適用除外
耕作放棄農地や空家となった農家を有効利用し地域農家の自立
支援を図る

中山間地農家の自主自立を図る為には今残っている農家のやる気を起こさせるか、新たな人を外部から入れそ
の地域の魅力を再認識する仕掛けなどが必要です｡自分の故郷の素晴らしさを認識する仕掛けです｡

(有)ジェイ・
ウィング
ファーム、
(有)フォレスト
ファーム、ＮＰ
Ｏ法人ＴＩＥＳ
２１えひめ

林畜耕連携
協働農業に
よる未活用バ
イオマス資源
化と『東温ブ
ランド』構築
東温農業産
業再生プロ
ジェクト

総務省

総務省 0430360

コンビナートの危険物
製造所等の「警報設
備」の設置基準の緩
和

危険物の規則に
関する政令第21
条

危険物の指定数量の倍数が１０以上の製造所等(移動タンク貯
蔵所を除く)のうち屋外貯蔵タンクでは、次に掲げる警報設備の
うち一種類以上設ける必要がある。
１．消防機関に報知できる電話
２．非常ベル装置
３．拡声装置
４．警鐘

Ｃ

　火災が発生した際、事業所内への周知及び消防機関への迅速な通報が、屋外
タンク貯蔵所の被害拡大を抑えるために必要である。
　無線機では、無線機を所有している従業員同士でしか連絡ができず、非常ベ
ル等を用いる場合に比べて事業所全体への発災の周知が遅れる。また、消防機
関へ直接的に通報ができない。
　よって、無線機をもって警報設備とすることはできない。

1248 12481010

コンビナートの危
険物製造所等の
「警報設備」の設
置基準の緩和

消防法のうち「危険物の規制に関する政令」で規定する「警報設
備」の設置基準を、「無線機」の配備状況に応じて緩和する。

消防法の規定により、危険物の指定数量の倍数が１０倍以上の製
造所等(移動タンク貯蔵所を除く)のうち屋外貯蔵タンクでは、次の
何れかの警報設備を設置する必要がある。（タンク１基につき下記
のいずれか１つ以上）
１．消防機関に報知できる電話
２．非常ベル装置
３．拡声装置
４．警鐘
現状、多くの石油コンビナート事業所においては、消防法で規定す
る警報設備以外に、迅速且つ正確な連絡のために、現場で業務す
る従業員に無線機を常時携帯させ、計器室との連絡に使用してい
る。これらを踏まえ、コンビナートの屋外タンク貯蔵所に関しては、
無線機の配備状況に応じて「危険物の規制に関する政令」で規定
する「警報設備」の設置数を削減する。

コンビナートの現場業務従業員は、常時、人のいる計器室（２４時間対応）と連絡できる「無線機」を携帯してお
り、非常時の場合には、固定式の警報設備を使用するとともに、「無線機」での計器室への通報も行っている。
また、危険物の屋外タンク貯蔵所は大型のものになると内径が数十メートルあり、固定の警報設備に行き着くま
でかなりの時間を費やすこととなる。
さらに、既存の警報設備に関しては、老朽化に伴い維持管理費が年々増加している。
以上により、次の要件を満たす無線機を配備する屋外タンク貯蔵所においては、無線機の配備状況に応じて
「危険物の規制に関する政令」で規定する「警報設備」の設置数を削減し、現場の安全体制の実情に応じた運用
を図ることを提案する。
１．防爆構造とし、危険物漏洩時等の際に着火源とならない構造であること。
２．計器等に影響を及ぼさないものであること。

千葉県
京葉臨海コン
ビナート活性
化特区

総務省
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 04 総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案理由 提案主体名
プロジェクト
の名称

制度の所管・
関係官庁

総務省 0430370
合掌造り劇場におけ
る誘導灯に関する基
準の特例適用

消防法第17条第
１項、消防法施行
令第26条第１号

消防用設備等については、消防法第17条に基づき、消防法施
行令第６条及び別表第一に規定する防火対象物ごとに設置
し、維持しなければならないこととされている。

A-1

　合掌造り劇場における誘導灯に関する基準の特例適用については、火災発生
危険性等を考慮し適用できる防火対象物に要件を課すとともに、代替措置が講
じられることにより、現行制度と同等の安全性が確保される場合には、現地の消
防機関が柔軟に対応できるよう、その判断の際に参考となる考え方を通知により
示すものとする。

1251 12511010

合掌造り劇場に
おける誘導灯に
関する基準の特
例適用

　合掌造りを活かした芸術性の高い劇場においては、芸術性を損
なう誘導灯及び誘導標識について、次の要件を満たす場合には、
当該劇場の誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に係る規定を適
用しない。
（要件）
１、 小規模建築物であり、客席は1階のみで150㎡以下である。
２、 避難口が２以上あり、容易に避難・救助が可能な構造である
３、 屋外に避難した観客を安全に誘導・待機させる場所が確保され
る。

　誘導灯に代えて一定の安全措置を講ずることにより、利賀の舞台
芸術空間のもつ芸術性をさらに高め、国内外に向け、舞台芸術の
聖地利賀をアピールし、より質の高い劇場を芸術家と観客に提供
し、世界一流の舞台芸術による国際文化交流を推進する。

　利賀芸術公園における合掌造りの舞台芸術空間においては、舞台芸術のみならず、劇場そのものも芸術であ
る。
　その舞台芸術空間において入場時から観客の視界に入る誘導灯は、作品を鑑賞する観客だけでなく、作品を
創造し披露する舞台芸術家たちにも違和感を与え、芸術性の高い劇場にはそぐわない、という声が多い。
　また、伝統的合掌造りを活かした劇場は、一般的な多目的ホール等とは違い、小規模な建築物であり、客席は
1階のみである。また、客席から容易に避難可能な単純な構造である。
　このことから、安全性を損なうことなく芸術性も損なわない誘導灯の代替措置をぜひ認めてもらいたい。

富山県、南砺
市

舞台芸術特
区ＴＯＧＡ

総務省

総務省 0430380
選挙人名簿の抄本の
閲覧制限

　公職選挙法第２
９条第２項

　市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の抄本を閲覧に
供することとしている。

D-1

　現行法の規定によっても、選挙人名簿の抄本の閲覧が認められる場合は、①
選挙人が自己又は特定の者につき登録の有無を確認する場合、②候補者等が
選挙運動又は政治活動を行うために閲覧する場合、③公共目的の世論調査の
ために閲覧する場合、としており、営利目的や不当な目的による選挙人名簿の
抄本の閲覧は拒否できるものである。
  閲覧に関して要綱等を策定している団体は約７０％あり、各団体において当該
要綱等に基づいて対応しているところである。
  　なお、選挙人名簿の抄本の閲覧制度については、現在「住民基本台帳の閲
覧制度等のあり方に関する検討会」において検討が行われ、本年秋を目途に最
終報告がされる予定となっており、総務省としては、本検討会における議論も踏
まえてそのあり方につき検討を進めることとしている。

1063 10631010
選挙人名簿の抄
本の閲覧制限

商業主義による個人情報の収集・乱用防止のため、公職選挙法第
２９条第２項を改正し、選挙人名簿の抄本の閲覧に制限を設ける。

公職選挙法第２９条第２項に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧の
目的、閲覧の範囲及び閲覧申請者を更に厳しく特定する。

住民基本台帳の大量閲覧によって、個人情報が商業目的に乱用され又、犯罪にも利用されている状況下、住民
基本台帳と同様に閲覧できる事となっている選挙人名簿の抄本の閲覧を規制し、行政が率先して個人情報流出
を阻止する。

神奈川県逗
子市

選挙人名簿
の抄本の閲
覧制限

総務省

総務省 0430390

最高裁判所裁判官国
民審査の期日前・不
在者投票の期間の緩
和

　最高裁判所裁
判官国民審査法
第２６条、最高裁
判所裁判官国民
審査法施行令第
１４条

　最高裁判所裁判官国民審査において期日前投票及び不在
者投票ができる期間は、審査の期日前７日から審査の期日の
前日までとされている。

Ｃ Ⅰ

　最高裁判所裁判官国民審査について、衆議院議員総選挙の投票期間と同様
の審査期間を確保するためには、国民審査の投票用紙の調製及び送致に日数
を要することから、国民審査の期日の告示を早める必要があるが、衆議院議員
総選挙の公示前に審査の期日を告示することは、衆議院議員総選挙の期日の
公示に先立ってその期日を予告することとなるものであり、提案の実施は困難で
ある。
  　また、最高裁判所裁判官国民審査に係る期日前投票ができる期間を現行よ
り長くすることについても、国民審査の投票用紙の調製及び送致に要する日数を
勘案するに、その実施は困難である。

1109 11091010

最高裁判所裁判
官国民審査の期
日前・不在者投票
の期間の緩和

　最高裁判所裁判官国民審査の期日前・不在者投票の期間は、最
高裁判所裁判官国民審査法第26条により「審査の期日前7日から」
とされているが、これを「告示日の翌日から」とし、衆議院議員総選
挙の期日前・不在者投票の期間と同期間とする。

　最高裁判所裁判官国民審査の期日前・不在者投票を衆議院議
員総選挙のそれの期間と同期間に実施する。

　現在は、投票日の８日前までに衆議院議員総選挙の期日前・不在者投票を行った有権者が同時に国民審査
の期日前・不在者投票を実施できず、有権者に二度手間を強いることになり、また、病院等の指定施設において
も、国民審査の不在者投票ができるようになるまで投票用紙等の交付請求を待たなければならない。選挙制度
については、これまで投票時間の延長や投票手続きの簡素化など、有権者の投票の権利を行使しやすく制度が
改善されており評価できるが、本国民審査についても国民が権利を行使しやすくなるよう改善する。
　これにより、国民審査の期日前・不在者投票の期間が、衆議院議員総選挙の期日前・不在者投票の期間と同
じとなるため、有権者や施設管理者等の利便性が図られるとともに、選挙事務も効率化することができる。

岐阜県岐阜
市

最高裁判所
裁判官国民
審査と衆議
院議員総選
挙における期
日前・不在者
投票の同期
間実施特区

総務省

総務省 0430400
選挙権及び被選挙権
年齢の引き下げ

　公職選挙法第９
条、第１０条

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で引き続き３箇月以上市
町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体
の議会の議員及び長の選挙権を有する。
  　日本国民は、下記のとおり、それぞれ当該議員又は長の被
選挙権を有する。
・　都道府県の議会の議員については選挙権を有する者で年
齢満２５年以上のもの
・　都道府県知事については年齢満３０年以上の者
・　市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で
年齢満２５年以上のもの
・　市町村長については年齢満２５年以上の者

Ｃ Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系
全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、被選挙権年齢の問
題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討されるべ
き問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基本に
関わる問題であるので、まずは国会の各党各会派で十分に議論がなされる必要
がある（なお、国会において議員立法による法案が提出されたこともあるとこ
ろ）。

1116 11161010
選挙権年齢を「満
二十年以上」から
引き下げる

公職選挙法第九条を、次のいずれかの内容に改正する　　①公職
選挙法第九条二項を以下のように改正する。日本国民たる年齢満
十六年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を
有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選
挙権を有する。　②公職選挙法第九条に以下の一項を追加する。
構造特区の認定を受けた地方公共団体は、第二項の年齢満二十
年以上の規定に関わらず、選挙権の年齢要件を満二十年以下で
あれば自由に定めることができる。

①の場合は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙におい
て、投票できる年齢（選挙権年齢）を16歳に引き下げる。そうするこ
とにより、全国で約604万人有権者が増え、政治の場に若者の意見
を反映させることができ、世代間格差を是正し、政治意識を高める
ことができる。また②の場合においては、地方公共団体の議会の
議員及び長の選挙において、各地方公共団体の判断で選挙権年
齢を20歳未満に引き下げられるようにする。世代間格差の是正の
みならず、地域の実情に合わせて選挙権年齢を定めることで、地
域の独自性を活かしたまちづくりにつながる。

現状①年金・福祉・環境・国際協調などの課題において世代間格差を是正する必要がある／②住民投票条例
の投票年齢規定を「18歳以上」「15歳以上」「12歳以上」などとする地方公共団体が増加（2003年6月現在29自治
体）／③選挙権年齢を18歳以下としている国は149カ国（86％）で日本以外の主要先進国はすべて18歳以下　意
義・理由①地域の実情に合わせて選挙権年齢を定めれば独自性を活かしたまちづくりが可能となる／②世代間
格差の少ない持続可能な社会の構築に資する／③全国で選挙権年齢を18歳以上となると約313万人、16歳以
上となると約604万人有権者が増える／④義務教育において地域や国が抱える課題について深める授業が定
められている／⑤選挙は政治参加の基本的かつ効果的な方法であり民主主義の土台／⑥選挙権年齢はこれ
まで民法上の成人年齢と連動して議論されてきたが戦前の選挙権年齢は満25歳。民法が制定されたのは1896
年であり民法第3条の規定は選挙年齢を直接定めたものではない

特定非営利
活動法人
Rights

選挙権・被選
挙権年齢引
き下げ特区

総務省

総務省 0430400
選挙権及び被選挙権
年齢の引き下げ

　公職選挙法第９
条、第１０条

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で引き続き３箇月以上市
町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体
の議会の議員及び長の選挙権を有する。
  　日本国民は、下記のとおり、それぞれ当該議員又は長の被
選挙権を有する。
・　都道府県の議会の議員については選挙権を有する者で年
齢満２５年以上のもの
・　都道府県知事については年齢満３０年以上の者
・　市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で
年齢満２５年以上のもの
・　市町村長については年齢満２５年以上の者

Ｃ Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系
全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、被選挙権年齢の問
題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討されるべ
き問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基本に
関わる問題であるので、まずは国会の各党各会派で十分に議論がなされる必要
がある（なお、国会において議員立法による法案が提出されたこともあるとこ
ろ）。

1116 11161020
選挙権年齢を「満
二十年以上」から
引き下げる

地方自治法第十八条を、次のいずれかの内容に改正する　　①地
方自治法第十八条を以下のように改正する。日本国民たる年齢満
十六年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を
有する者は、別に法律の定めるところにより、その属する地方公共
団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。　②地方自治法第十
八条に以下の一項を追加する。　＜二＞構造特区の認定を受けた
地方公共団体は、前項の年齢満二十年以上の規定に関わらず、
選挙権の年齢要件を満二十年以下であれば自由に定めることがで
きる。

①の場合は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙におい
て、投票できる年齢（選挙権年齢）を16歳に引き下げる。そうするこ
とにより、全国で約604万人有権者が増え、政治の場に若者の意見
を反映させることができ、世代間格差を是正し、政治意識を高める
ことができる。また②の場合においては、地方公共団体の議会の
議員及び長の選挙において、各地方公共団体の判断で選挙権年
齢を20歳未満に引き下げられるようにする。世代間格差の是正の
みならず、地域の実情に合わせて選挙権年齢を定めることで、地
域の独自性を活かしたまちづくりにつながる。

現状①年金・福祉・環境・国際協調などの課題において世代間格差を是正する必要がある／②住民投票条例
の投票年齢規定を「18歳以上」「15歳以上」「12歳以上」などとする地方公共団体が増加（2003年6月現在29自治
体）／③選挙権年齢を18歳以下としている国は149カ国（86％）で日本以外の主要先進国はすべて18歳以下　意
義・理由①地域の実情に合わせて選挙権年齢を定めれば独自性を活かしたまちづくりが可能となる／②世代間
格差の少ない持続可能な社会の構築に資する／③全国で選挙権年齢を18歳以上となると約313万人、16歳以
上となると約604万人有権者が増える／④義務教育において地域や国が抱える課題について深める授業が定
められている／⑤選挙は政治参加の基本的かつ効果的な方法であり民主主義の土台／⑥選挙権年齢はこれ
まで民法上の成人年齢と連動して議論されてきたが戦前の選挙権年齢は満25歳。民法が制定されたのは1896
年であり民法第3条の規定は選挙年齢を直接定めたものではない

特定非営利
活動法人
Rights

選挙権・被選
挙権年齢引
き下げ特区

総務省

総務省 0430400
選挙権及び被選挙権
年齢の引き下げ

　公職選挙法第９
条、第１０条

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で引き続き３箇月以上市
町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体
の議会の議員及び長の選挙権を有する。
  　日本国民は、下記のとおり、それぞれ当該議員又は長の被
選挙権を有する。
・　都道府県の議会の議員については選挙権を有する者で年
齢満２５年以上のもの
・　都道府県知事については年齢満３０年以上の者
・　市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で
年齢満２５年以上のもの
・　市町村長については年齢満２５年以上の者

Ｃ Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系
全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、被選挙権年齢の問
題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討されるべ
き問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基本に
関わる問題であるので、まずは国会の各党各会派で十分に議論がなされる必要
がある（なお、国会において議員立法による法案が提出されたこともあるとこ
ろ）。

1116 11161030
被選挙権年齢を
「満二十年以上」
に引き下げる

公職選挙法第十条の三～六を以下のように改正する。　　＜三＞
都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で、年齢
満二十年以上の者　＜四＞都道府県知事については年齢満二十
年以上の者　　＜五＞市町村の議会の議員についてはその選挙
権を有する者で年齢満二十年以上の者　＜六＞市町村長につい
ては年齢満二十年以上の者

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において立候補できる
年齢（被選挙権年齢）を20歳に引き下げる。そうすることにより、20
代を代表する若者が政治の場に意見を反映させる可能性がこれま
で以上に高まり、世代間格差を是正し、政治意識を高めることがで
き、地方公共団体の活性化につながる。

少子高齢化が進展している昨今、今まで以上に政治の場に若者の意見を反映させることで、世代間格差を是正
することが必要である。被選挙権年齢を20歳に引き下げることによって、議員もしくは長として直接的に政治に参
加することが可能になり、若年世代の意見を政治に反映させられるようになる。また、たとえ立候補しても当選し
なければ議員や長になることはできないため、若年世代を選択するかどうかは厳密に民意に委ねられる。

特定非営利
活動法人
Rights

選挙権・被選
挙権年齢引
き下げ特区

総務省
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総務省 0430400
選挙権及び被選挙権
年齢の引き下げ

　公職選挙法第９
条、第１０条

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で引き続き３箇月以上市
町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体
の議会の議員及び長の選挙権を有する。
  　日本国民は、下記のとおり、それぞれ当該議員又は長の被
選挙権を有する。
・　都道府県の議会の議員については選挙権を有する者で年
齢満２５年以上のもの
・　都道府県知事については年齢満３０年以上の者
・　市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で
年齢満２５年以上のもの
・　市町村長については年齢満２５年以上の者

Ｃ Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系
全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、被選挙権年齢の問
題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討されるべ
き問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基本に
関わる問題であるので、まずは国会の各党各会派で十分に議論がなされる必要
がある（なお、国会において議員立法による法案が提出されたこともあるとこ
ろ）。

1116 11161040
被選挙権年齢を
「満二十年以上」
に引き下げる

地方自治法第十九条を以下のように改正する。　普通地方公共団
体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十年以上のもの
は、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の
議員の被選挙権を有する。　＜二＞日本国民で年齢満二十年以上
の者は、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙
権を有する。　＜三＞日本国民で年齢満二十年以上の者は、別に
法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において立候補できる
年齢（被選挙権年齢）を20歳に引き下げる。そうすることにより、20
代を代表する若者が政治の場に意見を反映させる可能性がこれま
で以上に高まり、世代間格差を是正し、政治意識を高めることがで
き、地方公共団体の活性化につながる。

少子高齢化が進展している昨今、今まで以上に政治の場に若者の意見を反映させることで、世代間格差を是正
することが必要である。被選挙権年齢を20歳に引き下げることによって、議員もしくは長として直接的に政治に参
加することが可能になり、若年世代の意見を政治に反映させられるようになる。また、たとえ立候補しても当選し
なければ議員や長になることはできないため、若年世代を選択するかどうかは厳密に民意に委ねられる。

特定非営利
活動法人
Rights

選挙権・被選
挙権年齢引
き下げ特区

総務省

総務省 0430400
選挙権及び被選挙権
年齢の引き下げ

　公職選挙法第９
条、第１０条

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で引き続き３箇月以上市
町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体
の議会の議員及び長の選挙権を有する。
  　日本国民は、下記のとおり、それぞれ当該議員又は長の被
選挙権を有する。
・　都道府県の議会の議員については選挙権を有する者で年
齢満２５年以上のもの
・　都道府県知事については年齢満３０年以上の者
・　市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で
年齢満２５年以上のもの
・　市町村長については年齢満２５年以上の者

Ｃ Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系
全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、被選挙権年齢の問
題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討されるべ
き問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基本に
関わる問題であるので、まずは国会の各党各会派で十分に議論がなされる必要
がある（なお、国会において議員立法による法案が提出されたこともあるとこ
ろ）。

1166 11661010
満18歳以上の市
民への地方参政
権付与

満18歳以上の市民の市政参加の道を拓くため，地方参政権を付与
する

若年世代の政治参加を促す。これにより，過疎・少子高齢問題を抱
える本市において，有権者人口の世代間の偏在を解消するととも
に，市政に，地域の主要な担い手である若年世代の意見を反映さ
せる。

選挙権年齢の問題については，民法上の成人年齢や刑事法での取り扱いの検討が必要であり，また，選挙権
年齢の在り方が選挙の基本にかかわる問題であることから，各党各会派において十分に議論されることが必要
との見解が出されているが，本件は，地域を限定した構造改革特区での選挙権年齢の引き下げを行おうとする
ものであり，各党各会派の議論を促すための素材（実例）となるものである。また，民法上の成人年齢や刑事法
での取り扱いと選挙権年齢とは必ずしも一致している必要はないと考える。本市においては，既に若年世代がま
ちづくりや市民活動に積極的に参加しており，満18歳以上の市民に地方参政権を付与することは何ら支障や課
題がなく，当然に有しているべき権利を保障するものである。

三次市
若い力で”み
よし”を改革
特区

総務省

総務省 0430400
選挙権及び被選挙権
年齢の引き下げ

　公職選挙法第９
条、第１０条

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で引き続き３箇月以上市
町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体
の議会の議員及び長の選挙権を有する。
  　日本国民は、下記のとおり、それぞれ当該議員又は長の被
選挙権を有する。
・　都道府県の議会の議員については選挙権を有する者で年
齢満２５年以上のもの
・　都道府県知事については年齢満３０年以上の者
・　市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で
年齢満２５年以上のもの
・　市町村長については年齢満２５年以上の者

Ｃ Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系
全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、被選挙権年齢の問
題は、その公職の内容や選挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討されるべ
き問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方については、選挙の基本に
関わる問題であるので、まずは国会の各党各会派で十分に議論がなされる必要
がある（なお、国会において議員立法による法案が提出されたこともあるとこ
ろ）。

1307 13071010

選挙権年齢を「満
二十年以上」から
「満十六年以上」
に引き下げる

公職選挙法第９条と地方自治法第１８条を、それぞれ以下のように
改正する。
　　公職選挙法第九条二項を以下のように改正する。日本国民たる
年齢満十六年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に
住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び
長の選挙権を有する。
　　地方自治法第十八条を以下のように改正する。日本国民たる年
齢満十六年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住
所を有する者は、別に法律の定めるところにより、その属する地方
公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、投票できる
年齢（選挙権年齢）を16歳に引き下げる。そうすることにより、全国
で約604万人有権者が増え、政治の場に若者の意見を反映させる
ことができ、世代間格差を是正し、政治意識を高めることができる。

（2：現状）①年金・福祉・環境・国際協調・市町村合併などの課題において世代間格差を是正する必要がある。
②若年層の投票率低下に懸念が示されている中、市町村合併などをテーマとした「住民投票条例」においては
その投票できる年齢要件を「１８歳以上」「15歳以上」「１２歳以上」などと定める地方公共団体が増えている。
（2003年6月現在29自治体）③世界173か国中選挙権年齢を１８歳以下としている国は149か国（86％）で日本以
外の主要先進国はすべて１８歳以下としている
（3：意義）構造改革特区制度とは、様々な法律による規制を局部的に緩和し、その効果効用を確認して全国的
に緩和するかを検討する制度である。その際、局部的という性質上各地方の自主性・独自性が重要である①地
域の実情に合わせて選挙権年齢を定めれば地域の独自性を活かしたまちづくりが可能となり、世代間格差の少
ない持続可能な社会の構築に資する。②全国で選挙権年齢を１６歳以上とすると約604万人有権者が増え、より
幅の広い意見の反映し、政策偏向の是正を期待できる③義務教育においては地域や国が抱える課題について
深める授業が定められている。④そもそも選挙は政治参加の基本的かつ効果的な方法であり民主主義の土台
⑤国会の各党各会派で十分に議論がなされる必要があるため、先行実施することにより効果効用が確認でき、
議論促進が期待できる。
⑥「住民投票条例」において投票年齢を「１８歳以上」「15歳以上」「１２歳以上」と定めている地方公共団体では、
「行政参加」はできるが「政治参加」はできないという矛盾を是正する

若者のため
の公開討論
会を実現する
市民の会
市民シンクタ
ンク・ミッショ
ンボンド

若者のため
の政治特区
構想

総務省

総務省 0430410
期日前投票宣誓書の
緩和

　公職選挙法施
行令第４９条の８
  　公職選挙法施
行規則第９条別
記第１０号様式

　期日前投票をしようとする場合は、期日前投票事由を申し立
て、かつ、当該申し立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を
提出しなければならない。

Ｃ Ⅱ

　選挙人は、選挙の当日、自己の属する投票区の投票所に行き、選挙人名簿又
はその抄本の対照を経て投票しなければならず、原則として、当日投票所投票
主義がとられている。
　　この例外として、公選法第４８条の２第１項各号に掲げられている事由に該当
すると見込まれる者は、不在者投票・期日前投票ができることとされているところ
であり、期日前投票を行おうとする以上は、同条各号のいずれに該当すると見込
まれるかを明らかにする必要があり、宣誓書から期日前投票事由の項目を削除
することはできない。
　　また、宣誓書は、選挙の当日に自らが期日前投票事由に該当すると見込ま
れることを宣誓するものであり、期日前投票制度の創設によって選挙期日が複
数になったわけではないので、期日前投票において身分を証明する運転免許証
等によって代替できるものではない。

1140 11401010
期日前投票宣誓
書の緩和

期日前投票宣誓書から期日前投票事由の項目を削った宣誓書、
又は宣誓書に代え運転免許証や健康保険証で対応できるようにす
る。

期日前投票宣誓書から期日前投票事由の項目を削った宣誓書、
又は宣誓書に代え運転免許証や健康保険証で対応できるように
し、投票しやすい環境をつくり、選挙人の利便を図るとともに、投票
率の向上を目指す。

公職選挙法及び農業委員会等に関する法律に基づく期日前投票を行うには、氏名、住所、期日前投票事由等
を記載した宣誓書を提出しなければならない。宣誓書の作成、期日前投票事由の記載に対する抵抗感があり、
投票に行きづらいとか、期日前投票事由を記載することに疑問をもつ選挙人や苦情を申し立てる選挙人が多い
ことから、期日前投票事由を削った宣誓書、又は宣誓書に代え運転免許証や健康保険証で対応できるように
し、投票しやすい環境をつくる。

埼玉県川口
市

期日前投票
宣誓書の緩
和

総務省

総務省 0430420
ポスター掲示場の増
設

　公職選挙法第１
４４条の２第１項、
第２項、第８項、
第９項
　公職選挙法施
行令第１１１条

　市町村のポスター掲示場の総数について、市町村の各投票
区の選挙人名簿登録者数及び面積に応じて定められた数を
合計した数とされている。

Ｃ Ⅰ

　ポスター掲示場の総数の増加については、選挙執行経費・選挙運動費用の増
加などの問題のほか、選挙運動量にかかわる問題でもあり、まずは各党各会派
で十分に議論がなされる必要がある。
　なお、市町村の選挙管理委員会は、各投票区の有権者の分布状況、地勢、交
通等の事情あるいは投票区間の均衡等を考慮して、特に必要があると認めると
きは、総数の範囲内において、各投票区におけるポスター掲示場の数を増減す
ることは差し支えなく、現行法の規定においても提案の趣旨は実現可能であると
考える。

1141 11411010
ポスター掲示場の
増設

ポスター掲示場を国の基準以上に設置できるようにする。
ポスター掲示場を国の基準以上に設置できるようにし、市街地と郊
外地の選挙人が同レベルでポスター掲示場を目にすることができ
るようにし、投票率の向上を目指す。

公職選挙法に基づくポスター掲示場の設置については、国の基準により投票区の選挙人名簿登録者数及び面
積に応じて設置箇所数が決められている。しかし、市街地と郊外地では選挙人名簿登録者数や面積に開きがあ
り、ポスター掲示場の設置密度が大きく異なるため、郊外地の選挙人がポスター掲示場を目にすることが市街地
に比べ比較的に低いといわれている。

埼玉県川口
市

ポスター掲示
場の増設

総務省

総務省 0430430
投票場所（投票所）の
緩和

　公職選挙法第２
０条第２項、第４４
条第１項

　・　選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区設けた場
合には、その投票区ごとに編成しなければならない。
　・　選挙人は、選挙の当日、自己の登録されている選挙人名
簿の属する投票区の投票所に行き、投票をしなければならな
い。

Ｃ Ⅰ

　選挙期日に投票するのが原則であり、選挙前日までと比較してはるかに多くの
選挙人が投票を行う選挙期日において、選挙人がどの投票所でも投票できるよ
うにすることは、本人確認や二重投票の防止を確実に行える仕組みを構築する
ことが困難であると考えられるため、その実施は困難である。

1143 11431010
投票場所（投票
所）の緩和

投票所をネットワーク化し、市内のどこの投票所でも投票できるよう
にする。

投票所をネットワーク化し、自己の属する投票区以外の投票所で
投票することができるようにすることにより、投票しやすい環境をつ
くり、選挙人の利便を図るとともに、投票率の向上を目指す。

公職選挙法及び農業委員会等に関する法律に基づく選挙で、選挙当日に投票するには、自己の属する投票区
の投票所で投票することになっている。しかし、選挙人にとっては、当該投票所が一番利用しやすいとは限らな
い。例えば、隣接地の投票区の投票所が近い場合や、勤務地が他の投票区に属している場合がある。

埼玉県川口
市

投票場所（投
票所）の緩和

総務省
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 04 総務省（特区）
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制度の所管・
関係官庁

総務省 0430440
投票所入場券の早期
交付

　公職選挙法施
行令第３１条第１
項

　市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示
の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付
するように努めなければならないとされている。

D-1

　投票所入場券は、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに
選挙人に交付することとされており、各団体で工夫して、できる限り早期に交付
できるよう努めているものと承知している。
　　投票所入場券を期日前投票の始まる日までに確実に交付するためには、選
挙期日の公示又は告示日の前日に行われている選挙時登録の時期を早くする
必要があるが、選挙時登録の時期を早くすることは、選挙人名簿に登録されず、
選挙権を行使できない者が出てくることになるため、望ましくない。
　　なお、投票所入場券は、その事前の交付によって選挙人に選挙日時、場所を
周知させ、かつ、投票当日の投票所において選挙人であることを確認する一手
段にすぎないものであって、投票所入場券を提出しない者に投票させても違法で
はないとされている。

1144 11441010
投票所入場券の
早期交付

投票所入場券を期日前投票の開始時期までに選挙人に届くように
交付する。

投票所入場券を期日前投票の開始時期までに選挙人に届くように
することにより、投票しやすい環境をつくり、投票率の向上を目指
す。

公職選挙法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令に基づく投票所入場券の交付は、公示又は告示日
以後に交付するようになっているため、期日前投票が公示又は告示日の翌日から開始されるにもかかわらず、
選挙人の手元に投票所入場券が届いていない状況である。一般的に選挙人は投票所入場券が届かないと当
該選挙の選挙権があるかどうかわからず、投票に行きづらいといわれている。

埼玉県川口
市

投票所入場
券の早期交
付

総務省

総務省 0430450
永住外国籍市民への
地方参政権付与

　公職選挙法第９
条第２項

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で引き続き３箇月以上市
町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体
の議会の議員及び長の選挙権を有する。

Ｃ Ⅰ

　永住外国人に対する地方参政権付与については、我が国の制度の根幹に関
わる重要な問題でもあり、国会の各党各会派において十分に議論がなされる必
要がある（なお、国会において議員立法による法案として審議されているとこ
ろ）。

1167 11671010
永住外国籍市民
への地方参政権
付与

永住外国籍市民へ市政参加のため，地方参政権を付与する。
　永住外国籍市民へ地方参政権を付与することで，地域の一体感
を醸成し，自主・自立の地域主権の確立に資するものである。

　地方分権が進展する中において，地域主権を確立し，人々が支えあい協働のまちづくりを進めるためには，同
じ地域で共に暮らす外国籍市民の参画は必要不可欠である。また，積極的に地方分権を推進している本市が，
５０年後，１００年後の三次市を創造していくために最も必要なことは，全市民の知恵と力の結集によるものであ
り，当然，永住外国籍市民の役割と期待は大きい。
　自主・自立の観点から地方選挙のあり方についても，地方の裁量で決定することが，本来あるべき姿である。
よって，本市がモデルケースとして，一定の要件を満たす外国籍市民の参政権を保障することを求める。

三次市
共生推進三
次特区

総務省

総務省 0430460

市長、市議会議員選
挙の候補者が選挙運
動のためにマニフェス
トを頒布できる特区

　公職選挙法第
142条の2

　総選挙又は通常選挙においては、候補者届出政党若しくは
衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該
候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院
名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又
は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基
本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載した
ものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット
又は書籍を、選挙運動のために頒布（散布を除く。）することが
できる。

Ｃ Ⅰ

　地方選挙における選挙運動用パンフレットの頒布については、
・　選挙運動費用が増嵩することをどう考えるか
・　現在、国政選挙については、政党についてのみ選挙運動用のパンフレットの
頒布を認めているが、地方選挙の候補者に頒布を認める場合、国政選挙の候補
者についてどう考えるのか
など、検討すべき事項があると考えられる。
　いずれにせよ、地方選挙における選挙運動用パンフレットの頒布については、
選挙運動のあり方にかかわる問題であり、現在、各党各会派で議論されている
ところである。

1231 12311010

市長、市議会議
員選挙の候補者
が選挙運動のた
めにマニフェスト
を頒布できる特区

   公職選挙法第142条の2の規定を改正し、市長、市議会議員選挙
の候補者が選挙運動のために、当該候補者が直接発行するパン
フレット又は書籍で市政に関する重要事項及びこれを実現するた
めの基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載し
たものとして、市の選挙管理委員会に届け出たそれぞれ一種類の
パンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布することができる
ようにする。

　現在国政選挙については、政党が国政に関する重要政策を記載
したパンフレット等を選挙運動のために頒布することができるが、首
長及び議会の議員の選挙においては文書図画の頒布は通常はが
きについて一定部数認められているだけである｡候補者が市政に
関する重要事項及びこれを実現するための基本的な方策等を示す
ことにより、有権者が政策の達成時期や数値目標を検証すること
が可能となり、市民の市政への参加を促し、市民が市政に対する
理解を深めることにつながることになる｡したがって、市長、市議会
議員選挙の候補者が選挙運動のために、市政に関する重要事項
及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したパンフレット
又は書籍を、選挙運動のために頒布することができるようにする。

岐阜県多治
見市

市長、市議会
議員選挙の
候補者が選
挙運動のた
めにマニフェ
ストを頒布で
きる特区

総務省

総務省 0430470
選挙期間中における
インターネットを利用し
た選挙活動の解禁

　公職選挙法第１
４２条

　選挙運動のために使用する文書図画については、法令に規
定されているほかは、頒布することはできない。

Ｃ Ⅰ

　総務省においては、「ＩＴ時代の選挙運動に関する研究会」を設置し、インター
ネットを用いた選挙運動を認めた場合のメリット・デメリットや公職選挙法の選挙
運動規制との関係について検討を行い、その検討の内容を報告書として取りま
とめたところであるが、選挙運動におけるインターネットの活用は、選挙運動のあ
り方にかかわる問題であり、まずは国会の各党各会派で十分に議論がなされる
必要がある。

1307 13071020

選挙期間中にお
けるインターネット
を利用した選挙活
動の解禁

公職選挙法第143条に以下の内容を加える。
第一　インターネット等による文書図画の頒布の解禁
　　選挙運動のために使用する文書図画は、電子情報処理組織を使用する方法
のうち次のいずれかに該当するものにより、頒布することができるものとするこ
と。
当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に
係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該文書図画を当
該受信者の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法
当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルに記録された事項を電気通信回線を通じ他人のアクセスに応じて送信し、当該
文書図画を当該他人の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法（第百
四十三条の二関係）

第二　インターネット等における有料による候補者の氏名等の掲載の禁止
一　何人も、選挙運動のために、候補者の氏名又はその氏名が類推されるような
事項を、有料で、第一の方法により頒布される文書図画に掲載させることができ
ないものとすること。（第百四十三の三関係）
二　一に違反した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するもの
とすること。（第二百四十三条関係）

第三　インターネット等における氏名等の虚偽表示罪
　　当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称
又は身分の表示をして第一の方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は
三十万円以下の罰金に処するものとすること。（第二百三十五条の五関係）

公職選挙法を左記のように改正し、地方公共団体の議会の議員及
び長の選挙において、選挙期間中も候補者によるホームページ等
インターネットを使用した選挙活動を可能とする。また、候補者の正
式なホームページの周知を図るため選挙管理委員会は、ホーム
ページで全候補者のURLのリストを公開する等の活動を行う。

インターネットは現在の情報化社会における情報収集手段として新聞・テレビなどと並ぶようになった。（H16年2
月末現在、6284万人の利用者。財団法人インターネット協会ホームページより）
一方、間接民主主義における政治参加の基本となる選挙の投票率は年々低下している。またその低投票率は
地方公共団体の議会の議員及び首長の選挙で特に顕著である。その際、選挙に行かない理由の一つとして、
候補者に関する情報不足が挙げられる。また、有権者が候補者の情報を得る主な手段としては、テレビ・新聞等
のメディアが挙げられるがその性格上、国政選挙と比較して地方公共団体の選挙は扱いが小さくならざるを得な
い。よって、地方公共団体の議会の議員及び首長の選挙時には、公示日以降もインターネットを利用した選挙活
動（ホームページやブログ等の利用）を可能とし、有権者が、候補者情報を得やすくするべきである。これによっ
て、政治参加の促進、有権者と候補者の直接対話の実現、お金のかからない選挙の実現など計りしれない効果
がある。
また、現行公職選挙法上、インターネットを利用した選挙活動が違法と解釈されている主な理由として、デジタル
ディバイド（情報格差）とインターネットの悪用が挙げられる。
前者については、インターネットは、30代までの利用率が高く、60代以上の高齢者の利用率が低い。ただ、この
提案の主な目的は、政治参加の促進を図ることであり、間接民主主義においては定量的には投票率でその効
果を図ることとなるだろう。現在の投票率は「年齢+10％」と言われており、高齢者はその意味ではすでに政治参
加を果たしており、多少の情報格差になろうとも、若い世代に候補者情報を届けるべきである。
後者については、インターネットの匿名性により、誹謗中傷や候補者のなりすましが起こることを想定している
が、それについては、氏名等の虚偽表示罪を新たに設けることと選挙管理委員会にて候補者の正式なホーム
ページやブログの周知を図ることによって解決できるものと考える。
総務省が平成14年度に開催したIT時代の選挙運動に関する研究会でも選挙活動においてホームページを利用
できるよう公職選挙法を改正するべきとの提言が出ているが、国政における議論は一向に進展の様子がない。
よって構造改革特区制度を利用し、その効果を計るべきである。

若者のため
の公開討論
会を実現する
市民の会
市民シンクタ
ンク・ミッショ
ンボンド

若者のため
の政治特区
構想

総務省

総務省 0430480

地方公共団体の首長
選挙において最低で
一回の公開討論会を
開催

　公職選挙法第１
６４条の３

　公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同
演説会を開催することはできない。

Ｃ Ⅰ

　地方公共団体の首長選挙において最低一回の公開討論会を開催することを義
務づけることについては、選挙運動のあり方に関わる問題であり、幅広い議論が
必要であるとともに、仮に実施する場合において、開催主体をどこにするか、そ
の内容の周知をいかにするかなど、検討すべき事項があると考えられる。
　　いずれにせよ、公開討論会については、選挙運動のあり方にかかわる問題
であり、まずは各党各会派で十分に議論がなされる必要がある。

1307 13071030

地方公共団体の
首長選挙におい
て最低で一回の
公開討論会を開
催

公職選挙法第１６４条に以下の内容を加える。
地方公共団体の村首長選挙において最低で一回の公開討論会を
開催。市民団体が開催しない場合は、選挙管理委員会、もしくは、
明るい選挙推進委員会がこれを開催する。

公職選挙法を上記のように改正し、地方公共団体の村首長選挙に
おいて最低で一回の公開討論会を開催することを可能とする。公
開討論会は、リンカーンフォーラム方式をもって、公平中立に行う。

現状：現在、候補者や政党の主張を知るためには、街頭演説・選挙公報・政見放送・経歴放送・演説会（個人演説会、政党演説会・公開
討論会・合同個人演説会）、国政に関する重要政策等を記載したパンフレット等といった方法がある。一方、昨今（平成１５年４月）の投
票率を見てみると、知事選挙（統一地方選挙）においては52.63%、市町村長選挙では56.23％（参照：明るい選挙推進協会）と低い。若者
の投票率は、約３割とさらに低くなる。様々な形態の選挙運動が行われているにも関わらず、またこうした現状を打破しようと活動をして
いる団体が数多くあるのもかかわらず、選挙率が一向に低い理由として、次の大きく3つの原因が考えられる。１)　若者の政治や社会に
対する無関心、２）どうぜ選挙にいってもかわらないというあきらめ、３）候補者や政党のことがよくわからないといった情報不足。しかし、
こういった状況が改善されない根本原因は、「制度的誘因の欠如」という、大きな法律の足かせに起因するのではないだろうか。
　公職選挙法が足かせに該当する。
未来を担う若者が政治に関心を持つ、最も有効な手段の一つとして公開討論会が挙げられる。複数の候補者が一堂に会する公開討論
会は、候補者の政策・人となりなどが比較しやすく、有権者に選択するための材料を提供することができる。１９９５年からＮＧＯリンカー
ンフォーラムによる公平中立な公開討論会が開始。現在までに、９００を超える公開討論会を開催している。驚くべきデータとして、公開
討論会を開催すると、公開討論会が開催されなかった前回の選挙と比較して、「投票率が約１０ポイント向上」したという９８年の参議院
選の統計結果がある（リンカーンフォーラムの分析結果）。また、２０００年総選挙では、全国平均で投票率が２．９ポイント上昇したのに
対し、公開討論会開催選挙区では３．６ポイント上昇し、さらに会場が満席になった選挙区に絞ると４．８ポイント上昇した。（同じくリン
カーンフォーラムの分析結果）よって、ここに、公開討論会を全国の地方公共団体の首長選挙で開催する意義があると考える。そもそ
も、法的には、公開討論会の開催は禁止されていないが、市民団体が金銭・労力・人材不足を理由に公開討論会を開催できない例が
多々あった。故に、有権者が十分な情報を得られない状況で選挙にいかざるを得なかった。この状況を常に打破するために、公開討論
会を最低一回は開催することを義務付けることが求められる。
　これが可能となれば、投票率の上昇、立候補者の政策内容の明確化による政策実行可能性の広がり、政治に無関心な有権者
の減少などが具体的に見込まれるだろう。政治特区における一番の趣旨は、私たちが求める公職選挙法の改正によって得られる
「効果」を測ることが、国民・政治家・官僚内で選挙制度についての議論が進む礎となる、ということである。効果とは、公開討論会
が開催されなかった前回の選挙と公開討論会が開催された後の投票率の変化やアンケートなどによって把握できる市民の政治へ
の関心度の変化を表す数値がまず一つ。もう一つは、選挙に当選した候補者のその後4年間に任務における、政策実行性（フィー
サビリティ）が上がるかどうかを、図るための初期データにあたる。さらに、効果を求める理由として、「選挙の基本に関わる問題に
対しては国会の各政党会派で十分に議論がなされる」ためにも、提案が実現した場合に期待される、上記の効果を測ることなしに
は、議論が進まない。まさに、論より証拠が必要である。よって、特区において、効果を測ることが望ましい。

若者のため
の公開討論
会を実現する
市民の会
市民シンクタ
ンク・ミッショ
ンボンド

若者のため
の政治特区
構想

総務省
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 04 総務省（特区）

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案理由 提案主体名
プロジェクト
の名称

制度の所管・
関係官庁

総務省 0430490
公立小中学校を地方
独立行政法人に管理
委託する

地方独立行政法
人法第２１条

地方独立行政法人は次に掲げる業務のうち定款で定めるもの
を行う。試験研究、大学の設置及び管理、公営企業の経営、
社会福祉事業の経営、公共的な施設で政令で定めるものの設
置及び管理

Ｃ Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
　本提案は、一義的には学校教育法上の検討を要するものであり、その状況を
踏まえた上で、地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の整理等、必
要な検討を行いたい。

1242 12421030

公立小中学校を
地方独立行政法
人に管理委託す
る

地方独立行政法人法に定める地方独立行政法人の業務の範囲に
小中一貫校の管理委託を加える。

地方独立行政法人が区立学校の管理を受託し、学校教育を行う。

次に掲げる目的を達成するためには、地方独立行政法人に小中一貫校の管理を委託する必要がある。
① 公立学校でありながら、私立学校ではない、新しい住民参加による学校運営が可能となる。　現行の学校教
育法や私立学校法が規定する経営手法とは異なり、法人による公設民営方式により、住民参加・民間活力によ
る学校運営が可能となり、私立学校、株式会社による学校運営などではなく公教育の改革、充実を期待する地
域の教育ニーズに応えられる。
② 民間活力を生かした新たな学校運営が行える。教職員の独自採用により、地域の教育ニーズに応えられる。
③ 学校運営が安定的に行える。　義務教育課程の学校の運営においては、学校運営が安定的かつ継続的に
行えることが重要である。法人制度を活用することにより、義務教育の公平性、安定性を確保できる。

東京都杉並
区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

文部科学省
総務省

総務省 0430500

公立小中学校の管理
を委託する地方独立
行政法人の理事長の
任命及び中期目標に
教育委員会が関与す
る

地方独立行政法
人法第１４条、第
２５条～第３１条

・設立団体の長は、中期目標を定め、これに基づき地方独立
行政法人は中期計画を作成し、さらに年度計画を作成する。
・地方独立行政法人は中期目標の期間における業務の実績
について評価委員会の評価を受けなければならない。
・設置団体の長は、中期目標の期間終了時に業務を継続させ
る必要等について検討を行う。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
　本提案は、一義的には学校教育法上の検討を要するものであり、その状況を
踏まえた上で、地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の整理等、必
要な検討を行いたい。

1242 12421040

公立小中学校の
管理を委託する
地方独立行政法
人の理事長の任
命及び中期目標
に教育委員会が
関与する

小中一貫校の管理を委託する地方独立行政法人の理事長の任命
及び中期目標に、設立団体の教育委員会が関与できるようにす
る。

設立団体の長が小中学校を管理する地方独立行政法人の理事長
を任命するときは、当該設立団体の教育委員会の意見を聴いて行
う。
地方独立行政法人法で規定する中期目標の設定、中期計画の認
可、年度ごとの業務実績の評価などは、当該設立団体の教育委員
会の意見を聴いて行う。

設立団体の長が持つ理事長を任命する権能及び中期目標の設定に、教育委員会が関与することで、義務教育
課程における教育委員会の責務を果たす。

東京都杉並
区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

文部科学省
総務省
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